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１ 基本的な事項 

 

（１）雄武町の概況 

 

ア 雄武町の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

雄武町は北海道の北東部、オホーツク総合振興局管内の最北端に位置し、東西 40

㎞、南北 24㎞、総面積 636.88ｋ㎡の広大な町域を有している。北東一帯はオホー 

ツク海に面し、海岸線が 35 ㎞に及んでいる。海岸線から南西には緩やかな大地が

続き、その背景には 600～900ｍ級の天塩・北見山脈が連なり、これらの地形をぬって

幌内川や雄武川など 14余条の諸河川が流下している。 

近隣では、南は興部町と西興部村、西は上川管内下川町と美深町、北は宗谷管内枝

幸町に隣接、海岸沿いには国道 238号が走り、これに道道美深雄武線と下川雄武線が

直交し、地域の主要道路となっている。最寄り駅の JR名寄駅まで 90㎞、最寄り空港

のオホーツク紋別空港まで 50㎞の距離を有する。 

雄武町の気象は、オホーツク海沿岸における最強風地帯として有名であり、春季は

20～30ｍの「ひかた風」が連日吹き荒れる。主な風向きは、年間を通じて西南西で、

この風が吹くときはフェーン現象が重なって、かなりの高温になることがあり、その

最高は 35.1 度を記録している。冬季は 11 月から 4 月にかけて降雪があり、1 月から

3 月上旬にかけて寒気が厳しく、ときには吹雪で交通が途絶えることもある。この間

オホーツク海沿岸は流氷に閉ざされ、漁労は不能となる。この期間には気温が氷点下

20度まで冷え込むこともあり、気象条件は非常に厳しい。 

令和 5 年の平均気温は 7.1 度、降水量 838.5 ㎜、最深積雪は 90 ㎝となっており、

冷涼で年間降雨量も多い方ではなく、主要作目である牧草の生育にも影響し、内陸地

に劣る傾向がみられる。また、夏季には海霧が多く発生する。冬季の積雪量は内陸に

比べると少ない。 

雄武町については、明治 33 年に紋別村から分村し「雄武外 3 ケ村戸長役場」が設

置され、明治 42年に興部村が雄武村から分村、大正 4年には「沢木」「雄武」「幌内」

の 3村を合併して 2 級町村制がしかれた。昭和 23年に町制が施行され、平成 12年に

は「雄武町ふるさと 100 年」を迎え、雄武町にとって歴史的な節目として新たな 100

年に向けて動き出し、現在に至っている。 

 

イ 雄武町における過疎の状況 

令和 2 年の国勢調査による雄武町の人口は 4,199 人で、これは平成 22 年の 4,862

人と比較すると 663 人（13.6％）の減少、昭和 35年の 10,518人と比較すると、6,319

人（60.1％）の減少という状況である。 

人口の減少について分析すると、経済情勢の変化等に伴う事業所の閉鎖等に加え、

若者の希望する職場が地元に少ないことや、高学歴化に伴う進学によって、10代後半

から 20 代の都市流出が著しいことが要因であるとともに、少子化によって出生者数
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が死亡者数を下回る現象も見られるなど、近年は自然的人口減も続いており、過疎化

に歯止めが掛からない状況にある。 

このため、雄武町では昭和 55 年に過疎地域振興特別措置法、平成 2 年には過疎地

域活性化特別措置法、さらには平成 12 年に過疎地域自立促進特別措置法の地域指定

を受けた中で、過疎振興事業、活性化事業、農業・沿岸漁業構造改善事業、山村振興

農林漁業特別対策事業、漁港整備等の事業、町単独事業などから構成する雄武町総合

計画を最上位計画とし、地域の振興、活性化事業を推進してきたところである。 

今後もさらに町経済の自立を促進するにあたっては、各産業の生産増大による所得

向上及び効率化につながる農業経営の基盤強化、造林保育等森林資源の拡大、漁港及

び関連施設の整備、漁場造成・資源培養などを強力に推進し、これに並行して担い手

の人材育成や、内発的な新たな産業の育成、時代が求める観光・レクリエーションの

開発など、新たな「雄武」の活力を創造していかなければならない。 

 

ウ 社会経済的発展の方向 

雄武町の経済基盤は、オホーツクの豊富な資源によって、伝統的に農林水産業を基

幹産業として位置付けており、これまでには農畜産物の貿易自由化や木材消費の低迷

など、厳しい状況下にありながらも着実に発展を遂げてきている。特に漁業は海岸線

に 4漁港を有し、本町の秋サケのブランド「メジカ」を代表に、毛ガニ、ホタテ、ウ

ニ、タコ、コンブなど多様の海産物を誇り、漁業のまちとして、その名を知られてい

る。 

また、管内屈指の酪農畜産基地でもあり、広大な草地が整備され、人口よりも多い

牛たちが飼育され、畜産物が豊富に供給されている。 

一方、工業も第一次産業と関連して、食品加工や木材加工を中心として発展してき

たが、近年の生産状況は主となる水産加工においても工場の閉鎖等があり、総じて厳

しい状況となっている。 

また商業は、消費者の町外流出が痛手となっており、商店数及び販売額が大幅に減

少している。このため、地域消費ニーズを的確に把握し、各種サービスの向上や地場

産業との関連強化などによって、販売機能の拡大に努めるなどの対策が必要である。 

オホーツク地域特有の天然資源を、いかにして産業及び観光に結び付け融合してい

くか、これが本町の将来を考えていく上で重要なテーマとなってくる。 

厳しい気象条件や立地・交通条件を逆手にとって、本町の独自性を発揮することが

地域の持続的発展への第一歩である。 

本町においても少子高齢化による人口減少が進む中、これらと整合性を持った上で、

地場産業や町民生活の安定的発展を基本とした、将来にわたって安心・安全な郷土づ

くりを進めていくことが使命である。 

雄武町は、オホーツク海に面した恵まれた風土の中で農林水産業を基盤とし、過疎

化が進んでいく中でも、オホーツク圏の生産地として大きな役割を果たしてきた。し

かし、現在も社会経済情勢は激しい変化の中にあり、行政はこれらの情勢を見極め、
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対応できる体制を構築することが望まれており、町民と行政ともに地域の自主・自立

に対する認識を高め、将来の雄武町を見据えた地域づくりを進めていかなければなら

ない。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

 

雄武町の人口は、戦後の海外引揚者と本州からの移住者による開拓入植などで、昭

和 35 年には、10,518 人となった。このころが人口のほぼピーク時といえるが、その

後は農業者の高齢化や担い手不足による離農及び林業の衰退が起因して、関連産業就

業者や若年層の町外流出が相次ぎ、昭和 50 年には 7,407人、平成 2年には 6,357人、

平成 17年には 5,507 人、さらには令和 2年に 4,199人と、過疎現象が進行している。 

高齢者比率も増加し続けており、昭和 35 年は 4.0％、平成 2 年には 16.2％、平成

17年には 25.4％、さらに令和 2年には 33.8％と約 3人に 1人が高齢者となっている。

一方で若年者比率については、昭和 35年には 27.0％、平成 2年には 15.2％、平成 17

年には 15.2％、さらに令和 2年には 11.1％と減少し続けている。 

また、令和 2年の国勢調査による産業別就業人口の割合は、第一次産業 26.0％、第

二次産業 30.3％、第三次産業 43.7％となっている。 

 

■ 人口の推移 （国勢調査）：実数 

 総  数 0～14 歳 
15～64 歳 

（うち 15～29 歳（a）） 

65 歳以上 

（b） 

若年者比率 高齢者比率 

(a)/総数 （b）/総数 

昭和 35 年 10,518 人 3,759 人 6,340 人 2,845 人 419 人 27.0％ 4.0％ 

（増減率） ― ― ― ― ― ― ― 

昭和 50 年 7,407 人 1,834 人 5,023 人 1,565 人 550 人 21.1％ 7.4％ 

（増減率） △29.6％ △51.2％ △20.8％ △45.0％ 31.3％ ― ― 

平成 2 年 6,357 人 1,180 人 4,145 人 965 人 1,032 人 15.2％ 16.2％ 

（増減率） △14.2％ △35.7％ △17.5％ △38.3％ 87.6％ ― ― 

平成 17 年 5,507 人 656 人 3,452 人 836 人 1,399 人 15.2％ 25.4％ 

（増減率） △13.4％ △44.4％ △16.7％ △13.4％ 35.6％ ― ― 

令和 2 年 4,199 人 432 人 2,347 人 468 人 1,420 人 11.1％ 33.8％ 

（増減率） △23.8％ △34.1％ △32.0％ △44.0％ 1.5％ ― ― 
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■ 産業別人口の動向 （国勢調査）：実数 

区 分 
昭和 35 年 昭和 50 年 平成 2 年 平成 17 年 令和 2 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 4,958 人 3,837 人 △22.6％ 3,508 人 △8.6％ 3,064 人 △12.7％ 2,448 人 △20.1％ 

第一次産業 

就業人口比率 46.9％ 28.7％ － 29.6％ － 24.9％ － 26.0％ － 

第二次産業 

就業人口比率 23.8％ 36.4％ － 34.1％ － 33.3％ － 30.3％ － 

第三次産業 

就業人口比率 29.3％ 34.9％ － 36.3％ － 41.8％ － 43.7％ － 

 

■ 人口の見通し （雄武町人口ビジョン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）雄武町行財政の状況及び施設整備水準等の現況 

 

ア 行財政の状況 

雄武町の行政機構は図－1 のとおりであるが、急激に変化する経済社会情勢と生活

水準の向上に伴い、行政に求められる需要も複雑高度化し、質・量的にも増大してい

る状況にある。 

また、消防体制については、昭和 48年度より紋別市、滝上町、興部町、西興部村、

そして本町により、紋別地区消防組合を設置し、広域的な体制を敷いて消防及び救急

活動を行っている。  
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本町の財政状況は、令和 2 年度決算で普通会計歳入総額は 68 億 1,958 万円で、平

成 27年度と比較して 5億 3,933万円と 8.6％増加した。 

地方債については、平成 27 年度の 3 億 4,498 万円から令和 2 年度の 4 億 6,784 万

円と 35.6％増加した。 

地方債残高については、令和 2 年度末で 53 億 429 万円となっており、公債費負担

比率は、平成 27年度と比較すると 9.5％減少傾向にある。 

歳出については、義務的経費において令和元年度と比較すると 5.2％減少しており、

平成 27年度と比較すると 5.0％減少した。 

投資的経費については、平成 22年度と比較すると 40.0％減少しており、平成 27年

度と比較すると 0.7％減少した。 

今後も持続可能な財政運営に努め、安定した財政基盤の確立を図る。 

 

■ 市町村財政（普通会計）の状況 

 平成 22 年度 平成 27 年度 令和 2 年度 

歳入総額    Ａ 

  一般財源 

  国庫支出金 

  道支出金 

  地方債 

うち過疎対策事業債 

  その他 

6,578,404 千円 

3,901,944 千円 

454,928 千円 

527,017 千円 

588,715 千円 

271,000 千円 

1,105,800 千円 

6,280,250 千円 

3,902,878 千円 

284,236 千円 

386,704 千円 

344,983 千円 

145,600 千円 

1,361,449 千円 

6,819,583 千円 

3,829,186 千円 

992,432 千円 

303,601 千円 

467,814 千円 

298,800 千円 

1,226,550 千円 

歳出総額    Ｂ 

  義務的経費 

  投資的経費 

 うち普通建設事業 

  その他 

  過疎対策事業費 

6,142,211 千円 

1,789,500 千円 

1,700,985 千円 

1,700,985 千円 

2,651,726 千円 

1,524,232 千円 

5,905,936 千円 

1,589,910 千円 

1,012,442 千円 

1,012,442 千円 

3,303,584 千円 

1,468,878 千円 

6,521,870 千円 

1,795,299 千円 

1,020,035 千円 

1,020,035 千円 

3,706,536 千円 

2,223,386 千円 

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ‐Ｂ） 436,193 千円 374,314 千円 297,713 千円 

翌年度に繰越すべき財源 Ｄ 

実質収支 Ｃ‐Ｄ 

- 

436,193 千円 

- 

374,314 千円 

- 

297,713 千円 

財政力指数 0.166 0.163 0.194 

公債費負担比率 12.9 9.6 13.2 

実質公債費比率 10.9 5.7 8.2 

起債制限比率 7.1 2.1 3.2 

経常収支比率 68.0 70.3 75.2 

将来負担比率 - - - 

地方債現在高 4,981,714 千円 5,581,914 千円 5,304,293 千円 

イ 施設整備水準等の現況 

公共施設等の整備水準の現況は、次のとおりとなっている。今後、総合計画や過疎

地域持続的発展計画、辺地総合整備計画等により、地域の特性やバランス、利便性な
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どにも十分配慮し、計画的に整備を進める。 

■ 主要公共施設等の整備状況 

 昭和 55 年度末 平成 2 年度末 平成 12 年度末 平成 22 年度末 令和 2 年度末 

市町村道 改良率 

市町村道 舗装率 

25.4 ％ 

10.6 ％ 

67.4 ％ 

34.4 ％ 

78.7 ％ 

52.4 ％ 

80.5 ％ 

59.7 ％ 

80.6 ％ 

60.2 ％ 

農道延長（ｍ） 

耕地 1ha当たり農道延長 

―  

1.0 ｍ 

―  

0.0 ｍ 

―  

0.0 ｍ 

0.0 ｍ 

―  

 

0.0 ｍ 

―  

 
林道延長（ｍ） 

林野 1ha当たり林道延長 

―   

6.5 ｍ 

―    

6.9 ｍ 

―  

7.0 ｍ 

62,083 ｍ 

―  

 

60,031 ｍ 

―  

 
水道普及率 92.3 ％ 91.6 ％ 91.5 ％ 91.9 ％ 93.0 ％ 

水洗化率 0.0 ％ 0.0 ％ 67.4 ％ 81.4 ％ 85.7 ％ 

人口千人当たり病院、 

診療所の病床数（床） 
10.0 床 10.8 床 8.8 床 10.3 床 5.6 床 
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

 

本町では、平成の大合併で「自主・自立」を選択し、産業、医療、福祉など各分野

の施策・事業を着実に推進するとともに、健全な行財政運営に努めてきたが、わが国

全体の少子高齢化の進展と大都市への人口集中の影響を受け、人口減少に歯止めがか

からない状況が続いている。 

第 6期雄武町総合計画では、人口減少の下げ止まりを早期に実現し、いつまでも活

力ある町として発展していくための「地域経営指針」としているものであり、「郷土愛

で築く 次世代へ躍進するまち・雄武」を将来像に掲げ、各分野において施策や事業

を推進している。 

この将来像の実現に向け、5 つの基本目標を設定しており、これを本町における地

域の持続的発展の基本方針とする。 

 

〇基本目標 1 

 躍動感あふれる産業のまち・雄武 ～地域産業の振興と雇用の創出～ 

・地域産業の成長による所得の向上と雇用の創出を図る。 

・「モノづくり力」を高め、力強い雄武ブランド産品を生産する。 

・海、山、人の地域資源の活用・融合を図る。 

〇基本目標 2  

安心感の持てる福祉のまち・雄武 ～保健・医療・福祉の充実～ 

・まちぐるみの見守り、子育て、健康づくりを進める。 

・安心して利用できる医療・介護・障がい者福祉サービスの充実に努める。 

〇基本目標 3  

達成感から学ぶ教育のまち・雄武 ～教育文化の振興と拠点づくり～ 

・生きる力、学ぶ意欲を育成する。 

・町民による学習・スポーツ活動を通じ、地域文化の創造と、そのための拠点づ

くりを推進する。 

・町民が多様な文化にふれる機会を増やし、豊かな創造力を育てる。 

〇基本目標 4 

 快適感を満たす環境のまち・雄武 ～生活環境・生活基盤の充実～ 

・恵まれた自然環境を、後世に残す。 

・安全・快適に暮らせるまちづくりを進める。 

〇基本目標 5 

 連帯感を高める協働のまち・雄武 ～協働によるまちづくりの推進～ 

・町民と行政が共に考え、共に創るまちを築く。 

・行政資源を有効に活用する行財政運営を行う。  
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（５）地域の持続的発展のための基本目標 

 

前記（４）の基本方針に基づき達成すべき目標を次のとおり設定する。 

 

指       標 基  準  値 
目  標  値 

（令和 12 年度） 

目標人口 
4,423 人 

（平成 29 年） 
4,000 人 

社会増減数（転入者数－転出者数） 
△23 人 

（平成 28年 1 月～12 月） 
プラスを目指す 

合計特殊出生率 
1.48 人 

（平成 20～24 年度平均） 
1.8 人 

人口に占める就業率 
62.9％ 

（平成 28 年度） 
65％ 

漁業生産額 
48 億円 

（平成 28 年度） 
80 億円 

農業生産額 
64 億円 

（平成 28 年度） 
75 億円 

食料製造業出荷額 
148 億円 

（平成 26 年） 
170 億円 

地域医療の満足度 
23.3％ 

（平成 28 年度） 
28％ 

健康だと感じている割合 
72.8％ 

（平成 28 年度） 
77％ 

ボランティア参加率 
19.5％ 

（平成 28 年度） 
22％ 

小中学校教育の満足度 
20％ 

（平成 28 年度） 
25％ 

生涯学習環境の満足度 
16.9％ 

（平成 28 年度） 
25％ 

スポーツ振興の満足度 
16.1％ 

（平成 28 年度） 
20％ 

歴史・文化の満足度 
10.4％ 

（平成 28 年度） 
20％ 

ごみ減量化とリサイクル・ポイ捨てしない・冷暖

房省エネ・節水・節電の実践度（5 項目平均） 

64.8％ 

（平成 28 年度） 
75％ 

公共交通の満足度 
25.1％ 

（平成 28 年度） 
30％ 

災害・犯罪・交通事故による死亡者数 
4 人 

（平成 20～29 年度累積） 

0 人 

（平成 30～令和 12年度累

積） 

まちの住みよさ 
68.3％ 

（平成 28 年度） 
72％ 

行財政運営の満足度 
19％ 

（平成 28 年度） 
22％ 

住民参加がしやすいと感じている割合 
14.8％ 

（平成 28 年度） 
20％ 
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（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

 

①評価時期 

  事業完了後の翌年度に評価を実施する。 

 

②評価手法 

  行政評価の手法と同様に評価するとともに、結果については雄武町公式ホームペ

ージ等にて公表する。 

 

（７）計画期間 

 

令和 8年 4月 1日から令和 13年 3月 31 日までの 5年間とする。 

 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

 

本町では、町内における公共施設の約 50％が建築後 30 年以上経過しており、今後

30年間で多くの公共施設が改修・更新の時期を迎えることになることから、現状の公

共施設等の全体を把握し、長期的な視点を持って、改修・更新、長寿命化などを計画

的に推進するため、平成 29年 3月に「雄武町公共施設等総合管理計画」を策定した。 

この計画は、公共施設及びインフラを管理していくための基本的な方針を定める

もので、本町の上位計画である「雄武町総合計画」及び「雄武町まち・ひと・しご

と総合戦略」を下支えする計画として整合をとるとともに、長寿命化計画等の公共

施設に関する個別施設計画については、本計画を上位計画と位置づけ、本計画の方

針と整合を図る。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

（１）現況と問題点 

 

ア 移住・定住 

 少子化や転出超過などにより人口が年々減少しており、今後のまちづくりにおいて

も人口減少問題への対策が大きな課題となっている。 

 社会減の主な要因は 20 代前後の転出によるもので、町外への進学や企業への就職

によるものと考えられるが、転出者数を抑制する必要はあるものの、就職等を抑制す

ることはできないことから、一度、本町を離れた人がまた戻ってきたいと思えるよう

なまちづくりが必要となっている。 

 本町には町内に不動産業者がないため、土地や建物の情報入手が困難となっている

ことから、空家等の情報を一元化するなど定住につながる施策の実施が重要となって

いる。 

 移住については、町外からの移住希望者を呼び込む施策の実施により転入者の増加

を図るとともに、将来的に移住者へ結びつくための関係人口を増やすための施策の実

施も重要となっている。 

 

イ 地域間交流 

本町の地域間交流は、友好関係にある佐賀県武雄市と栃木県益子町との交流及び雄

武町に縁のある人たちで構成する札幌雄武会と東京雄武会とのふるさと交流を実施

している。武雄市との交流は、互いのイベント開催時における訪問団の派遣と小学生

の派遣、受入れを行っている。益子町とは、互いのイベント開催時における訪問団の

派遣などにより交流を進めている。両雄武会については、本町及び雄武会それぞれが

開催する「ふれあい交流会」への互いの参加により交流を深めている。 

今後は、既存の交流の一層の充実と新たな地域との交流の創出、都市住民との交流

を目指した産業の展開等を図る必要がある。 

 

ウ 人材育成 

近年、地域における少子高齢化による人材不足が表面化し、地域コミュニティの維

持・発展に支障を来たしている状況にある。今後は、都市部から多様な人材を積極的

に受入れ、育成することで新たな視点での地域の活性化を推進する必要がある。 
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（２）その対策 

 

ア 移住・定住 

移住支援金制度を広く町内外に情報発信し、UIJ ターン希望者や移住者に対する就

職支援・就業支援を積極的に行う。 

空家調査により把握できた空家のうち、利活用可能な空家を的確に把握し、空家バ

ンクの活用などにより、町内で新たに住居を探している人への定住対策及び移住者へ

の住居確保に対する取組を進める。 

都市部にて、PR事業を積極的に展開することで本町の魅力を発信しながら、お試し

暮らし事業等を実施することで、本町へ興味を持つ人の受入れを積極的に行い、移住

へとつなげる。 

新築・増築・リフォーム工事等に対する補助などにより、定住対策を図る。 

本町の誇るべき地域資源を活用し、雄武町のファンを増やすとともに、潜在的な移

住予備軍につながるような取組みを進める。 

 

イ 地域間交流 

佐賀県武雄市及び栃木県益子町、札幌・東京の各雄武会との既存の交流事業につい

て、各世代、各分野における交流の拡大などにより、多くの町民が交流できる機会の

提供を図り、地域間交流の一層の活発化を促進する。 

また、生活習慣、文化、風土等の異なる地域などとの新たな交流の創出や、都市住

民との交流を目指した産業の展開等により、地域の持続的発展や町民活動の向上に役

立てる。 

 

ウ 人材育成 

各分野において地域おこし協力隊制度等を活用し、都市部から多種多様な人材を積

極的に受け入れることで、地域力の向上を図るとともに、地域のリーダーとなる人材

の発掘・育成に努める。 

 

（３）計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

移住・定住・

地 域 間交 流

の促進、人材

育成 

⑷過疎地域持続的

発展特別事業 

 

移住・定住 

雄武町快適住まいづくり促進事業 

 住宅建設及び改修を行う世帯に資金の一部を補助 

【事業の必要性】定住・移住対策、子育て支援として、

住環境の安定と向上のための住環境整備に対し、支

援する必要がある。 

【事業の効果】住環境の整備により、移住・定住・子育

て支援が促進され、活力あるまちづくりの推進が図

られる。 

雄武町  
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

移住・定住・地

域間交流の促

進、人材育成 

地域間交流 雄武町オホーツク紋別空港利用促進事業 

 遠紋地域と首都圏を結ぶ航空路の維持を図るとも

に、本町への交流人口の増加を図るため、オホーツク紋

別空港を利用する町民等へ助成金を交付する。 

【事業の必要性】オホーツク紋別空港は、雄武町から車

で 1 時間圏内にあり、東京直行便の継続運行は町民

の利便性維持はもちろんのこと、交流・関係人口の拡

大や観光政策、医師確保等地域振興に欠くことので

きない拠点であることから、町民等へ助成金を交付

することで路線の維持・拡大を図る必要がある。 

【事業の効果】町民等へ助成金を交付することにより、

町民の首都圏移動の利便性の向上、また、町外からの観

光客等の増加により地域経済の活性化に寄与する。 

雄武町 

 

 

（5）その他 地域間交流推進事業 

 ふる郷ふれあい交流会の開催 

 武雄市・益子町・札幌雄武会・東京雄武会との交流 

雄武町 

 

  

移住促進対策事業 

 移住宅地の無償貸付・無償譲渡制度 

 地方創生移住支援事業、お試し暮らし事業 

 空家バンクの設置・運営 

雄武町 

 

  

地域おこし協力隊活用事業 

 地域おこし協力隊の活用 

 おためし・インターン地域おこし協力隊制度の活用 

雄武町 

 

  
広域連携推進事業 

 広域連携による地域イメージの効果的発信 
雄武町 

 

  
多文化共生事業 

 国際交流サロン・日本語学習講座開設 
雄武町 

 

  

雄武の”みりょく”発信事業 

 首都圏をはじめとした都市部を対象にした大規模な

プロモーションの実施 

雄武町 

 

  
多文化交流事業 

 外国人技能実習生の交流会等の実施 
雄武町 

 

  
雄武町空家等対策事業 

 空家等の除却補助 
雄武町 

 

  
武雄市児童交流事業 

 武雄市への児童派遣、武雄市からの児童受入 
雄武町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、雄武町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される

各個別計画との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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３ 産業の振興 

 

（１）現況と問題点 

 

ア 農業 

 本町の農業は、オホーツク海に面した寒冷の気候と土地のほとんどが重粘土という

土壌条件から畑作には向かず、酪農専業による自立経営農家の育成を志向して、昭和

31年度に集約酪農地域の指定を受け、その後、広大な土地面積を有する有利性を生か

し、寒冷地における農業経営基盤の確立に努め、町経済を支えてきた。また、近年、

韃靼そばや種子用ばれいしょなど畑作物の生産も積極的に行われている。 

農用地は、町内全域に散在し、地形は一部を除いて傾斜地が多い状況にあり、かんが

い期間中は降水量が少なく干ばつ被害が頻発しているため、雄武ダムを建設しかんが

い用水の確保を行っている。 

 農業経営面積は 8,442ha で、このうち牧草地が 7,557ha で全体の 90％を占めてい

る。これは、国・道・団体営事業による草地開発と大型農業機械の導入による近代化

が促進されたことによるものであり、農家 1 戸当たりの経営耕地面積は 128.89ha と

なり、経営規模別では 20ha以上が 60戸で全体の 98％を占め、大型経営規模となって

いる。 

 令和５年の状況をみると、農業産出額は乳用牛が 41 億 70 百万円で全体で 44 億 90

百万円となる。また、人口ベースをみても家族を含む農家人口は 345人と町全体人口

の 9.1％を占めており、農業は本町にとって極めて重要な産業となっている。 

しかし、農業を取り巻く環境の変化の波は、本町にも例外なく押し寄せてきており、

農業の生産構造の変化や担い手不足を背景に、後継者不在の農業者が目立ち、労働力

に関しても少子化の進行や若年層の流出等により一層厳しい状況になってきている。  

また、令和４年２月のロシアウクライナ侵攻に端を発した国際紛争の影響と、為替相

場の円安状況により輸入リスクが顕在化する中で食料安全保障の強化や環境負荷軽

減などの観点から、過度な輸入依存から脱却して国産品への利用拡大が重要であるこ

とが示されている。 

 こうした状況の中、本町の農業が今後とも地域社会・経済を支える基幹産業として

発展していくためには、生産者自らが消費者のニーズや農業を取り巻く環境の変化を

的確に把握し、積極的な農業経営に取り組んでいくことができる環境づくりを、生産

者、関係機関、行政などが連携して総合的な対策を進めていくことが重要となってく

る。 

 農業が本町の基幹産業として発展していくための環境づくりのため、国・北海道な

どの各種制度を有効に活用していくとともに、「雄武町地域農業計画」、「雄武町農業

経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」、「雄武町酪農・肉用牛生産近代化計画」

及び「畜産クラスター計画」に基づき、関係機関と一層の連携強化のもと、農地の区

画拡大・集約化を行うとともにスマート農業の導入により効率的な農業基盤の確立と
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生産性の向上や生産コストの削減等を図ることによって、経営基盤の強化及び所得の

向上に取り組むとともに、畜産物の品質向上、良質粗飼料の生産確保、家畜ふん尿の

有効利用、搾乳ロボットの導入による作業の効率化、酪農ヘルパーやコントラクター

などの地域支援システムの活用、6 次産業化や農福連携などの各種施策に取組み、さ

らに経営感覚に優れた担い手の育成、農業経営規模拡大への支援及び既存農家の後継

者や新規就農者の確保に努め、農業者が安心して営農に取り組むことが出来る農村社

会の実現を目指す必要がある。 

 

イ 林業 

本町の林業は、トドマツやカラマツを主体とした道北有数の豊富な森林資源に恵ま

れ、古くから町の基幹産業の一翼を担ってきた。 

森林面積は 47,318ha で、町の総面積の 74％を占めている。所有形態別では、道有

林が 33,347ha（構成比 70％）、町有林が 2,748ha（構成比 6％）私有林が 11,223ha（構

成比24％）となっている。また、人工林と天然林の面積は、それぞれ人工林が 15,639ha、

天然林が 31,177ha となっており、人工林率は 33％で、育成途上にある若齢林が大部

分を占め、適切な保育が必要な時期にある。天然林については、道有林の高齢級の択

伐材が多く、一般民有林では中級林が大半である。 

蓄積量は、道有林が 4,899 千㎥（構成比 70％）、町有林が 474 千㎥（構成比 7％）

私有林が 1,628千㎥（構成比 23％）で、本町の林業形態は、ほとんどが道有林に依存

している。 

林業産出の動向は、戦後の大量伐採に伴う国産材生産量の減少や木材価格の低下を

主たる要因として長期的に減少してきたが、近年は増加傾向で推移している。一方で、

林業従事者の減少や高齢化により、本町林業の活力低下が懸念されている。 

このため、「雄武町森林整備計画」等を基本に、林道網等の生産基盤を計画的に整備

し、合理的かつ効率的な森林施業の展開を図る。また、地場産材の付加価値を高める

とともに、森林認証の認定、林業事業体の体質強化や担い手の確保、流通、加工体制

の充実に努める必要がある。 

さらに、森林は木材生産の場だけでなく、豊かな水や清浄な空気を育む「環境財」

として、土壌の保全や水源涵養、保健・休養機能など多面的な役割を果たしている。

これらの機能を有効に活用し、持続可能な森林づくりを進めていく必要がある。 

 

ウ 水産業 

本町は、豊富な水産資源を誇るオホーツク海を漁場として、沿岸・沖合漁業を主体

に有史以来、漁業の町として発展してきた。35㎞に及ぶ海岸線には、第 1種漁港 1港、

第 2種漁港 2港、第 4 種漁港 1港を有し、100 戸を超える漁家で漁業が営まれ、令和

6年の水揚総量は約 2.5万ｔ、水揚総額は 64億円となっている。 

本町の漁業は、毎年 1月から 3月にかけては、オホーツク海が流氷に閉ざされるた

め、休漁を余儀なくされるが、海明けとともに、毛ガニ、ホタテ、タラバガニ、ウニ、
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タコ、カレイ、コンブ漁の最盛期を向え、秋には鮭、底建網漁へと続いていく。 

本町では、これまで水産物の生産・流通の拠点となる漁港整備を始め、資源管理型

漁業やつくり育てる漁業を計画的に推進し、ホタテ漁業の生産拡大・安定化に向けた

漁場造成、稚貝放流、漁場有害生物駆除対策を行うほか、ウニの増殖礁整備事業や、

サケ・マスの増養殖事業を行うなど、基幹産業である漁業の発展を目指した各種施策

を積極的に推進してきた。 

しかし、漁業を取り巻く社会・経済情勢が依然として厳しい中で、多様化する水産

物需要に対応するための資源管理や増養殖の推進に加え、自然災害への対応など、抱

える課題は少なくなく、これらに対して積極的に対応していくことが求められている。 

このためには、これまでの取組みを活かし、漁場の整備等、漁業生産・流通基盤の

整備充実を引き続き計画的に進めながら「つくり育てる漁業の促進」を基調に、水産

資源の保護・増大の一層の充実に努めるとともに、漁業と遊漁の調和による都市住民

との交流の展開、快適な漁村生活環境の整備など、各種漁業関連機関、漁業者、行政

が一体となった多面的な施策の推進が必要となっている。 

一方、これらの漁業と連携した水産加工業については、15の経営体があり、約 250

人の従事者に加えて約 260人を超す外国人技能実習生等により 3.3万ｔ以上の原料を

加工し、取扱額は約 147億円となっている。製品は冷凍品、塩蔵品等が主体となって

おり、地域経済の発展に大きく寄与している。 

しかし、加工原料は大きく町外に依存していることや、労働人材の高齢化に伴う外

国人材の確保が進み、労働コストが増加しているなど、体質的に不安定な要素がある

ほか、事業拡大に伴う水産廃棄物の増加や衛生上の問題による HACCP 対応といった問

題を抱えている。また、多様化・高度化している消費者ニーズに則した加工品質の向

上や新たな製品開発も重要な課題となっている。 

このため、水産廃棄物処理コストの軽減などのランニングコスト削減に向けた施策

のほか、HACCP対応施設整備の施策が必要である。 

 

エ 工業 

工業の振興は、地域において経済面での貢献はもとより、若者の定住促進、就業機

会の拡充など重要な役割を担っている。 

本町の工業は、第一次産業と関連した地場資源活用型工業であり、水産資源を利用

した食糧製造業や広大な森林資源を利用した木材・木製品製造業を中心に発展してき

た。現在は食糧製造業を中心に、年間の製造品出荷額は約 150億円となっている。 

本町では、平成 26 年に「雄武町中小企業等振興助成条例」を制定し、この活用を

図りながら、企業の振興に努めている。しかし、従業者が少人数の小規模事業所が多

く、景気の低迷や社会・経済動向に影響されやすいことや、若年層にとって魅力ある

就業の場としてはまだまだ不十分なこと等の問題を抱えている。また、比較的豊かな

資源に恵まれながらも、その資源が十分に活用されておらず、高次加工技術の研究・

開発も大きな課題となっている。 
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このため、既存企業の体質強化や近代化を一層支援していくほか、産業開発支援機

能の充実に努め、多様な農林水産資源を生かした新製品、新産業の開発・育成など内

発的な工業開発の促進に取り組むとともに、農林水産業と連携した域内需要の獲得や

新たな需要の掘り起こしにも取り組んでいく必要がある。 

 

オ 商業 

商業は人々に潤いある消費生活を提供するだけでなく、にぎわいの創出や都市的魅

力の醸成など、活気に満ちたまちづくりの上でも重要な役割を担っており、商業活動

は、本町、幸町、栄町、錦町を中心に展開されている。 

また、全体的に小規模個人経営が大半を占める商業構造にあって、高齢化や後継者

不足、近隣への大型店進出による購買力の町外流出等問題を抱えており、商業を取り

巻く環境は厳しく、将来を見据えた積極的な対応が必要となっている。 

このような状況から、本町では商工会等を中心に、商店街に隣接した広場での夏祭

りの開催や、「空き店舗活用事業」により商店街の空き店舗に高齢者のふれあいサロ

ンやチャレンジショップを開設するなど、にぎわいの場を創出する各種の商業活性化

を推進しているほか、令和元年からは「雄武町小規模企業創業支援助成金制度」を設

け、新たに雄武町で創業する事業者への支援を行っている。 

さらに大通り商店街については、人々が集うにぎわいの場や生活や文化に関わる情

報提供の場として積極的な活用と機能の充実を促していく必要があるほか、消費者ニ

ーズの高度化、多様化や商業環境の変化に対応できるよう、商店個々の近代化、サー

ビスの向上による商店街における購買意欲喚起への取組みを図ることも必要である。 

 

カ 観光 

本町は、雄大で美しい大自然が残されたオホーツク沿岸の町であり、オホーツクラ

インの中間点として広域観光ルートの重要な位置にあるとともに、オホーツク海を一

望できる「日の出岬」を始め、「宮の森公園」、「神門の滝」、「ピヤシリ湿原」など、自

然と一体となった観光資源を有している。 

特に日の出岬一帯は、オホーツク海を見ながら、雄武の味覚と温泉が楽しめる「ホ

テル日の出岬」を始め、全面ガラス張りでオホーツク海を一望できる展望台「ラ・ル

ーナ」、キャンプ場など特色ある施設が整備されており、観光客の人気を集めている。 

また、全道的に知られる「雄武町産業観光まつり」や「おうむの宝“うまいもん”

まつり」などの特色あるイベントが開催されている。 

しかし、このような数多くの観光資源も年間を通じて、多くの人々を誘引する観光・

レクリエーション基盤としての活用は十分とはいえず、これらの資源の一層の活用や

魅力化が求められている。 

このため「ホテル日の出岬」のある沢木地区一帯を本町はもとより広域的な観光の

拠点として位置づけ、地域が有する観光資源のコンテンツ化による情報発信、滞在型・

体験型観光メニューの提供、各種イベント・祭りの充実、観光協会の組織強化及び異
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業種間の連携、特産品等の開発に努め、個性的で魅力ある滞在・体験型の観光・レク

リエーション地の形成を目指す必要があることから、これらの問題を整理し本町の課

題を明らかにするため、平成 30 年度に雄武町観光マスタープランを策定し、観光政

策の振興を図っている。 

また、オホーツク紋別空港利用者への航空運賃助成により、旅行会社並びに複数市

町村や圏域での連携を進め、首都圏からの旅行客の需要を喚起し、観光客のさらなる

獲得を図ることも課題である。 

 

（２）その対策 

 

ア 農業 

草地の開発整備を始め、畑地かんがいや草地更新など土地利用の基盤整備を円滑に

推進し、農業生産基盤の充実に努める。また、安全で安定した営農用水の確保のため、

施設の整備充実を図る。 

土地基盤整備等を総合的に展開する中で、低位生産草地の改良や適正な肥培管理に

よる植生改善を進め、良質な粗飼料の増収生産による自給率の向上を目指す。さらに、

コントラクターの利用による外部労働力の活用などにより作業の効率化を図る。 

酪農については、乳量の増加と乳質の向上に力点を置き、高騰する飼料からの脱却

として、植生改善対策を強化し、町内での飼料自給率の向上を図るとともにスマート

農業の導入により、ゆとりある酪農経営に努める。 

肉用牛については、輸入牛肉との差別化を基本に、飼料の合理化生産給与や生産費

の低滅、導入牛の厳選、事故牛の低滅を図るほか、飼育一貫生産を促進し、経営の安

定化を図る。 

家畜ふん尿対策については、近年、家族経営の規模拡大や協業法人の設立などによ

り乳牛頭数が増加しており、現在、顕在化してはいないが、近い将来、家畜ふん尿の

不十分な処理、未熟堆肥の散布による悪臭問題や河川環境汚染などの環境問題が地域

課題になることが予想されることから、家畜ふん尿処理対策について調査・検討を進

める。 

経営感覚に優れた担い手を育成するため、関係機関と連携をとりながら、経営指導

や技術指導の強化を図りつつ、農業経営規模拡大についても支援していく。また、研

修牧場を活用した新規就農対策に積極的に取り組むとともに、酪農ヘルパー制度やコ

ントラクターなどの地域支援システムの充実を図る。さらに、農業の 6次産業化や農

福連携を目指す。 

また、韃靼そばや種子用ばれいしょなどの畑作を推進するとともに、農業の 6次産

業化も推進していく。 

大規模で生産性の高いほ場を整備し、コントラクターを導入して効率的に良質な粗

飼料を確保するとともに、畜産クラスター計画に基づき関係者が一体となって適切な

衛生・繁殖管理を進め、また、農業の担い手の住宅整備や新規就農者の育成、農業の



21 
 

経営規模拡大など、本町の農業を総合的に整備するため、「国営緊急農地再編整備事

業（雄武丘陵地区）」の計画的な推進を図る。 

 

イ 林業 

森林資源の培養と生産力の増強を図るため、天然林の更新、天然林の未立木地帯に

おける造林、低位天然林の人工林化を促進する。 

平成 30 年度に創設された森林環境譲与税等を活用し、間伐や主伐後の再造林等の

森林整備に加え、人材育成や担い手の確保、木材利用の促進及び普及啓発に努める。 

適切な森林管理と集約的な森林施業を推進するため、基幹林道の整備と施業に密着

した林道網の充実を図る。 

森林保全の観点からは、災害復旧や予防治山事業を推進するとともに、防風林や保

安林の改良事業等の予防的な対策を強化する。 

森林従事者の就労条件の改善を図るため、奨励金の支給を行い、北海道森林整備担

い手支援センターと連携して新規参入の促進や技術力向上の支援に努める。 

林業事業体の核となる森林組合については、機械装備や施設の充実、経営基盤の強

化等を支援して体質強化を図る。 

道有林資源の効率的運用を通じて、地域の立地特性に応じた林産工業の育成・強化

や木材の高次加工体制の整備を進めるとともに、流通体制の充実にも努める。また、

森林認証の取得を推進し、地域材のブランド化と地材地消による地場産材の利用促進

を図る。 

森林資源や自然環境・景観の保全に配慮しつつ、自然体験、レクリエーション、森

林浴の場としての利活用を推進する。加えて、町民の緑化意識を高める「みどりと親

しむ町民のつどい」等を通じ、子どもを始めとするすべての人が豊かな心を育める取

組みとして「木育活動」を幅広く展開します。 

 

ウ 水産業 

将来的な利用形態を勘案しながら、漁港及び関連施設の整備を促進するとともに周

辺の環境整備を図る。 

ホタテ漁業について、一層の生産の拡大・安定化を目指し、漁場の造成や稚貝の放

流、中間育成を促進し、資源増大と自賄体制を強化する。また、サケ、マス資源の増

大を目指し、施設の効果的な活用を促進しながら、増養殖事業の必要な支援に努める

とともに、上流域での植樹活動による水資源の保全を図り、回帰率の向上に努める。

さらに、なまこ等についても計画的な増殖場や漁場の造成を促進し、より一層の資源

管理型漁業の促進を図る。 

町内外の消費者との交流、観光との連携という視点に立ち、漁業者の理解と協力を

得ながら、レジャーを目的とした遊漁船の受入れが出来るよう漁港の解放に努める。 

加工原魚の確保・安定を図り、さらに水産廃棄物処理コストの軽減による加工コス

トの低減のほか、HACCP 対応施設の整備を促進する。 
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エ 工業 

運転資金、設備資金等の拡充強化や各種融資制度の有効活用を促すとともに、商工

会等と連携して経営情報の提供活動や経営指導活動の強化等に努め、既存企業の基盤

強化を図る。 

同業種・異業種の企業間交流や研修・情報提供の場の充実など、産業開発支援機能

の整備を図り、起業家の発掘・養成や新産業づくり、ソーシャルビジネスの展開、特

産品づくりを促進する。 

 

オ 商業 

大通り商店街について、道の駅周辺施設の積極的な活用や計画的な機能充実を促進

し、魅力あるにぎわい拠点の形成を誘導する。 

消費者ニーズの動向や大型店の進出等に対応できる近代的経営やサービスの向上、

魅力ある店舗づくりに向けて学習・研修機会の充実を図る。 

また、中小企業貸付制度や国・北海道等の商業関連融資制度の周知と活用による経

営の安定化を促すとともに、消費者へのサービス向上のために導入したポイントカー

ドシステムを促進する。 

商工会の組織体制の強化を促していくとともに、経営相談・指導、企業診断、情報

提供活動、また、商工会青年・女性部の組織の強化による後継者の育成など商業活性

化のための多面的な活動を支援する。 

商店の PR 等と合わせ、プレミアム商品券の発行など、消費者の地元での購入意識

の高揚につとめ、地元購買力の向上を図る。 

移動手段を持たない高齢者等、いわゆる「買い物弱者」に対して、商工会が行う移

動販売事業を支援する。 

観光を始めとした農林水産業との連携のもと、地場産品を活用した特産品の開発・

販売や新たなイベント戦略の展開等に努める。 

 

カ 観光 

オホーツク温泉「ホテル日の出岬」を滞在型観光の核として、その積極的な活用に

努めるとともに同地域一帯の総合的な整備を進め、魅力あふれる滞在型・体験型観光・

レクリエーション拠点ゾーンの形成を図る。 

「雄武町産業観光まつり」「おうむの宝“うまいもん”まつり」等のイベントの充実

や既存観光・レクリエーション資源の一層の魅力化及び活用を図る。 

関係機関や周辺市町村との連携のもとに行われている圏域での観光・交流ゾーンの

形成や観光資源のネットワーク化による広域観光の促進を図る。また、オホーツク紋

別空港利用者に対する航空運賃を助成することにより、首都圏からの旅行客の需要を

喚起し、観光客のさらなる拡大を図る。 

多様な観光パンフレットの作成、観光情報誌やマスコミの積極的活用、ホームペー

ジ、各種 SNS を始めとする情報通信基盤の活用によって本町の観光・レクリエーショ
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ンについてコンテンツ化し、情報発信や PR 活動の強化を図る。 

水産業を始め、農業、林業、商業などと連携を図り観光農林漁業の展開や多様な地

場産品を活かした魅力ある特産品、土産品、郷土料理等の開発に努める。また、観光

協会の組織強化により、本町の観光の担い手としての組織の能力向上を図る。 

 

（３）計画 

自立促進 

施策区分 
事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

産業の振興 ⑴基盤整備    

 
農業 スマート農業推進事業 

 基地局設置、気象センサー設置 

 ドローン・鳥獣害罠センサー導入 

雄武町 

 

 
 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備型事業） 

草地整備、草地造成、暗渠排水 
雄武町 

 

 
 農業用集落施設等整備事業 

 農作業管理休憩施設等の整備 
雄武町 

 

 
 草地畜産整備事業（公共牧場草地更新事業） 

 草地更新等（草地整備、草地造成） 
北海道 

 

 
 中山間雄武活性化施設整備事業 

中山間雄武活性化施設の整備 
雄武町 

 

 

 国営緊急農地再編整備事業 

受益面積 3,663ha、受益戸数 48 戸  

工事内容：整地工、暗渠工、除礫工 

 換地計画：3,490ha 

雄武町 

 

 

 国営農地再編整備事業雄武南部地区 

 事業対象区域の策定 

 事業推進体制の整備、事業促進期成会設立 

地域営農の改善計画の策定 

雄武町 

 

 
林業 町有林整備事業 

 間伐、更新伐、造林、下刈 
雄武町 

 

 
 森林環境譲与税活用事業 

基金積立管理事業、活用事業 
雄武町 

 

 
 生活環境保全林維持管理事業 

敷地内刈払い等 8.48ha 
雄武町 

 

 
 林道維持管理事業 

路肩草刈、排水清掃、枝落し等 
雄武町 

 

 
水産業 水産環境整備事業 

増養殖施設（囲い礁）の整備 
北海道 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

産業の振興 水産業 水産冷蔵施設等整備事業 

 水産冷蔵施設及び貯氷施設の整備 
雄武町  

 
⑵漁港施設 水産物供給基盤機能保全事業 

 東防波堤（補修） 
北海道 

 

  沢木地区（沢木漁港）水産流通基盤整備事業 

 外防波堤（新設）、第 3 外防波堤（新設） 

 北防波堤（新設）、北護岸（新設）、 

-4.0m 岸壁（新設）、道路（新設）、用地（新設） 

北海道 

 

  

雄武地区（雄武漁港）水産流通基盤整備事業 

北防波堤（新設）、東外防波堤（新設）、 

東護岸（新設）、-4.5m 航路（新設）、 

-4.0m 泊地（新設）、-4.0m 岸壁（新設）、 

船揚場（新設・改良）、道路（新設）、用地（改

良） 

北海道 

 

  
漁港照明設備改良事業 

照明設備の LED 化による漁港の脱炭素化 
雄武町 

 

 ⑹起業の促進    

 
その他 小規模企業者創業支援事業 

 創業支援金の助成（開業支援、経営支援） 
雄武町 

 

 ⑺商業   
 

 

その他 中小企業等振興事業 

中小企業振興資金の融資あっせん 

融資に係る利子補給（100%、3 ヵ年） 

融資に係る保証料補給（50%、借入時） 

中小企業施設新設等事業助成（1/3） 

中小企業施設改修事業助成（1/3） 

特産物等研究開発事業助成（3/10） 

雄武町 

 

 
⑼観光又はレク

リエーション 

地域交流センター維持管理事業 

施設の維持・整備 
雄武町 

 

  
観光施設管理整備事業 

施設の維持・整備 
雄武町 

 

  
ホテル日の出岬施設整備事業 

 施設の維持・整備 
雄武町 

 

 
⑽過疎地域持続的

発展特別事業 
  

 

 

第 1 次産業 酪農ヘルパー制度強化推進事業 

ヘルパー利用事業への助成 

【事業の必要性】農業経営者の育成・確保には、労働時

間を他産業従事者並に抑制する必要があり、農休日

等を設定し快適でゆとりのある環境整備を図るた

め、専任ヘルパーの確保を行う必要がある。 

【事業の効果】酪農ヘルパー制度の充実により、緊急時 

 における労働力や農休日が確保され、安定した農業 

 経営が図られる。 

雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

産業の振興 第 1 次産業 新規就農者支援事業 

新規就農者に対する支援、認定農業者制度の推進 

北オホーツク担い手対策協議会への支援・連携強化 

【事業の必要性】本町の区域内において新たに農業を営 

 み、本町の産業振興に寄与するものに対し奨励金等の 

 援助を行い、新規就農者の誘致促進を図る必要があ 

 る。 

【事業の効果】後継者不足による離農跡地に新規就農 

 者を就農させることにより、農地の荒廃や耕作放棄 

 地の発生を防止することができるとともに、酪農業 

 の活性化が図られる。 

雄武町 

 

  

農業生産規模拡大促進事業 

協業法人設立に対する支援 

経営規模拡大に対する支援 

【事業の必要性】雄武地域畜産クラスター計画に定め

る目標を達成するため、家族経営及び法人の規模拡

大に対し支援するとともに、協業法人の設立促進を

図ることで地域の生産基盤の維持・拡大を図る必要

がある。 

【事業の効果】地域における生産基盤の維持・拡大及び 

 農業生産額の維持・増大が図られる。 

雄武町 

 

  

基幹水利施設管理事業 

雄武ダム（点検整備費、施設管理費、施設費、調査

費、諸油脂費、電力料、修繕費） 

【事業の必要性】大規模で公共性の高い基幹水利施設

（雄武ダム）及び基幹水利施設と一元管理を行う幹

線用排水路について、地域の農業情勢及び社会経済

情勢の変化に対応した管理を行うことにより、その

効用を適正に発揮させる必要がある。 

【事業の効果】適切な維持管理を行うことにより、受益 

 者へ安定した用水供給が行われるとともに、各種機 

 器の長寿命化が図られる。 

雄武町 

 

 
 ほたて漁場有害生物駆除対策事業 

漁場造成、ヒトデ籠捕獲 

【事業の必要性】ヒトデの捕獲によりほたて成貝の食 

 害被害を抑制させ、ほたて漁業の生産増大が図られ 

 る。 

【事業の効果】事業実施に伴い、ヒトデが減少傾向にあ 

 り、ほたての生産量が上がっている。 

雄武町 

 

 
⑾その他 利子補給補助事業 

 貸付資金に係る利子補給 
雄武町 

 

  
持続的畑作生産体系確立緊急支援事業 

 持続的畑作生産体系確立緊急事業補助金の交付 
雄武町  

  環境保全型農業直接支払制度 

 環境保全型農業直接支払交付金の交付 
雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

産業の振興 ⑾その他 次世代につなぐ有機農業推進事業 

次世代につなぐ雄武町有機農業協議会への活動費負 

担金の交付 

雄武町 

 

  中山間地域等直接支払制度 

 中山間地域等直接支払交付金の交付 
雄武町 

 

  
農畜産物を活用した食品の開発調査推進事業 

 製品開発の取組み支援、関係機関との連携 
雄武町  

  
多面的機能支払制度 

 多面的機能支払交付金の交付 
雄武町 

 

  
飼料センター設立支援事業 

 おうむ飼料センター補助金の交付 
雄武町  

  団体営かんがい設備等普及促進事業 

 散水施設の普及促進 
雄武町 

 

  
豊かな森づくり推進事業 

 無立木地等への人工造林に対する補助 
民間 

 

  
森林認証取得管理事業 

 町有林の森林認証取得及び管理審査 
雄武町 

 

  森林整備担い手対策推進事業 

奨励金支給に係る負担金の支出 
民間  

  

野ねずみ駆除事業 

 町有林に対する殺鼠剤の空中散布 

 私有林に対する殺鼠剤の空中散布に対する補助 

雄武町 

 

  
新規狩猟者確保対策事業 

 狩猟免許及び銃砲所持許可新規取得者への助成 
雄武町 

 

  
林地台帳整備事業 

 GIS システム保守、クラウドシステム接続負担金 
雄武町 

 

  
森林環境譲与税活用事業（基金積立） 

 森林環境譲与税基金積立管理 
雄武町 

 

  
農畜産物を活用した食品の開発調査推進事業 

 製品開発の取組み支援、関係機関との連携 
雄武町 

 

  
みどりと親しむ町民のつどい 

 育樹祭の開催、過年度植樹祭会場下刈、樹木薬剤散布 
雄武町 

 

  
有害鳥獣捕獲事業 

 有害鳥獣捕獲 
雄武町 

 

  
猟友会雄武部会運営補助金 

 運営補助金の交付 
雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

産業の振興 ⑾その他 ほたて漁場貝殻散布事業 

 貝殻散布による底質改良 
民間  

  
なまこ増養殖事業 

 なまこ種苗放流等 
民間  

  海岸漂着物等処理事業 

 海岸漂着物等処理（仕分・運搬・処理） 
雄武町 

 

  
毛がに資源増養殖事業 

 産卵、ふ化幼生の生体解析等 
民間 

 

  
漁業近代化資金利子補給事業 

 融資金融機関への利子補給 
民間 

 

  
水産廃棄物処理緊急改善対策事業資金利子補給事業 

 貸付資金に係る利子補給 
民間 

 

  
臨港道路排水管路清掃事業 

 排水管路調査 
雄武町 

 

  
救難所整備事業 

 機器整備、救助訓練、講習会 
民間 

 

  
外国人実習生受入企業等支援事業 

 水産加工業人材確保支援事業補助金の交付等 
雄武町 

 

  
釣り人マナー対策事業 

 ローカルルールの創設等 
雄武町 

 

  
商工業振興事業 

 商工会に対する補助等 
民間 

 

  
大通り商店街振興会運営補助事業 

 街灯費、ふるさと夏まつり盆踊り大会に対する補助 
民間 

 

  

地域の拠点（小さな拠点）における購買・福祉・コミュ

ニティ機能向上事業 

 買物弱者に対する拠点販売等 

民間 

 

  

勤労者雇用促進事業 

西紋別地域通年雇用促進支援議協会への負担金 

 冬季就労対策事業（除雪業務） 

雄武町 

 

  
観光イベント助成事業 

産業観光まつり実行委員会に対する助成等 
民間 

 

  
観光協会運営助成事業 

 観光協会への運営費助成 
民間 

 

  
観光 PR 事業 

 観光パンフレット発行、物産販売支援等 
雄武町 

 

  
サンライズ王国運営助成事業 

 地域おこし事業に対する助成 
民間 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

産業の振興 ⑾その他 新イベント研究事業 

新イベントの実施検証等 
雄武町  

  
消費者協会運営補助事業 

 消費者協会への運営費補助 
民間 

 

  
空き店舗活用事業 

空き店舗活用に対する運営費補助等 
民間 

 

  
雄武高等学校特産品開発プロジェクト支援事業 

 講師招聘等 
雄武町 

 

  
物価高騰対策事業（家計応援券） 

原油価格・物価高騰対策による家計応援券の配布 
雄武町 

 

  
ホテル日の出岬運営支援事業 

 ホテル日の出岬運営支援補助金の交付 
雄武町 

 

 

（４）産業振興促進事項 

①産業振興促進区域及び振興すべき業種 

 本町における産業振興促進区域及び同区域において振興すべき業種は次のとおり

とする。 

なお、産業振興の促進にあたっては関係団体や周辺市町村等との連携を図る。 

産業振興促進区域 業    種 計画期間 備考 

雄武町全域 
製造業、農林水産物等販売業、旅館業 

情報サービス業等 

令和 8 年 4 月 1 日～ 

令和 13年 3月 31 日 
 

 

②当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

 上記（２）のとおり 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、雄武町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される

各個別計画との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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４ 地域における情報化 

 

（１）現況と問題点 

 

ア 通信 

情報通信技術の飛躍的な発展により、電話・テレビだけでなく、インターネットな

ど各種の新しい通信機器が普及し、産業経済の発展に大きく寄与するとともに、人々

の生活も大きく変化させている。 

本町における電話・テレビについては、ほぼ全戸に普及しており、インターネット

については、町内全居住域に光ファイバー網が整備されている。しかし、町内には、

携帯電話不通の地域も点在していることから、対策が必要となっている。 

 

イ 情報化 

本町では、これまで町広報紙「広報おうむ」を中心に町公式ホームページを活用し

て、行政情報の提供を行い、町内における OA 化の推進に努めてきたが、近年、町民

ニーズは、一層多様化、高度化し、幅広い分野において多種・多様な情報を求める傾

向が強まっており、地域情報化への期待は高まっている。 

このような状況の中、今後は、本町にふさわしい地域情報化について研究推進に努

めるとともに、情報化社会に対応できる人材の育成を図る必要がある。 

 

（２）その対策 

 

ア 通信 

地域住民生活の向上のため、既存システムの活用を図るとともに、地域の実情に即

した各種情報システムの整備に努める。 

また、携帯電話等の不感地域の解消などの整備を関係機関に働きかける。 

 

イ 情報化 

情報の発信に大きな役割を果たしているホームページ等の内容の充実を図る。 

また、地域情報化に向けて本町に必要となる情報通信基盤や町民生活の向上、町経

済の活性化、行政運営の効率的に寄与する活用のあり方についての検討を進める。 
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（３）計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

地域における

情報化 

⑴電気通信施設

等情報化のため

の施設 

   

 通信用鉄塔施設 防災行政無線設備等維持管理事業 

 大地震、津波、風水害等の災害情報及び武力攻撃等に

関する情報を即時伝達できるよう、防災行政無線設備、

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）、海面潮位監視設

備の適切な維持、管理を行う。 

雄武町  

  

防災通信機器多重化事業 

 大地震、津波、風水害等の災害情報及び武力攻撃等

に関する情報を町民に確実に伝達できるよう、情報伝

達手段の多重化にあたり必要機器及び台数の調査・決

定を行う。  

雄武町  

 ⑶その他 町広報紙発行事業 

 町広報紙の発行 
雄武町  

  雄武町自治体 DX 推進事業 

 地域情報化計画策定、RPA導入等 
雄武町  

  光通信設備等運営事業 

 光ブロードバンドの環境整備 

 ブロードバンドサービスの提供 

雄武町  

  議会活性化事業 

 議会インターネット録画配信 
雄武町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、雄武町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される

各個別計画との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 



31 
 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 
 

（１）現況と問題点 

 

ア 道路 

本町の道路網は、国道 1 路線、道道 5 路線（主要道道 3 路線・一般道道 2 路線）、

町道 231 路線及び林道等で構成されており、海岸線と平行して南北に走る一般国道

238号を骨格に、これを補完する町道等が放射線状に走る構造となっている。 

国道及び道道については、概ね整備が完了しているが、国道の防雪対策事業の整備

促進及び主要道道美深雄武線の一部拡幅工事の早期完成が望まれる。 

町道については、改良率 80.8％、舗装率 60.2％となっており、幹線を中心にその

計画的な改良・舗装及び橋梁の修繕が課題となっている。さらに林道などについても

産業振興や安全性・利便性の向上を目指した計画的な整備充実が必要である。今後は

このような現状を踏まえ、長期的展望のもと、幹線道路から各集落内の生活道路に至

るまで、町内道路網の体系的な整備や老朽化施設の長寿命化に取り組むとともに、美

しいうるおいのある道路づくり、冬季間の安全性の確保等に努めることが必要である。 

 

イ 交通機関 

本町の公共交通機関としては、民間会社 2 社のバス路線があり、北紋バス 5 往復、

宗谷バス 2往復で運行し、町民生活の重要な足として欠くことのできない交通手段と

なっている。 

令和６年度に策定した雄武町地域公共交通計画に基づき、令和７年４月から「コミ

ュニティバスの運行」を開始したところであり、これに併せて、路線バスの町内区間

を町民が無料で乗車できる「定期路線バス無料乗車助成事業」も開始し、町民の利用

促進を図っている。 

また、本町と首都圏を結ぶ交通機関としてオホーツク紋別空港があるが、路線存続

のため、利用の促進と利便性の向上が求められている。 

 

（２）その対策 

 

ア 道路 

 安全かつ円滑な広域交通を確保するための国道の防雪対策及び主要道道美深雄武

線の一部拡幅工事の早期完成を図る。 

 国道・道道との連携や機能分担、各種拠点施設へのアクセスの向上、集落間の連携

強化等に配慮しながら、幹線町道を中心に改良、舗装、新設及び橋梁の修繕を順次計

画的に進めていくほか、建設機械の確保と活用等を通じて維持補修の充実を図る。 

 重要な産業道路として、林道の整備を計画的に進め、林業生産基盤の充実及び利便

性の向上を図る。 
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 安全な通行を確保するため、今後の老朽化や機能低下に則して、国道・道道・町道

における整備と橋梁の長寿命化を図る。 

 道路網の整備にあたっては、交通安全施設の設置や道路側溝の整備、花とみどりあ

ふれる沿道景観づくりに努める。 

 民間委託による除雪及び町民の協力のもと、除雪態勢の充実を図るとともに防雪柵

の設置により、冬季交通の確保に努める。 

 将来の担い手不足を解消や除雪作業の効率化を図るため、除雪管理システムの導入

を検討する。 

 

イ 交通機関 

公共的な町民の足であるバス路線確保のため、運営費に対する所要の助成措置を行

うとともに、「定期路線バス無料乗車助成事業」の利用促進により乗車密度の向上に

努める。 

また、コミュニティバスについても利用促進を図りながら、運行ダイヤの検証やサ

ービスの向上に努める。 

さらに、オホーツク紋別空港の利用促進を図るとともに利便性向上を関係機関に働

きかける。 

 

（３）計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

交通施設の整

備、交通手段

の確保 

⑴市町村道    

道路 除雪事業 

除雪・排雪の実施 
雄武町 

 

  

町道等維持管理事業 

町内小工事、管路清掃、砂利敷、路面整正 

路面清掃、防雪柵設置、区画線塗装、樹木剪定 

雄武町 

 

  
町道等除草作業他環境保全事業 

 町道等除草の実施 
雄武町 

 

  
町道整備事業 

 町道の整備 
雄武町 

 

  
町道舗装整備事業 

 町道舗装の整備 
雄武町 

 

  
町道改修事業 

 町道の改修 
雄武町 

 

  
町道排水改修事業 

 町道の排水改修 
雄武町 

 

 
 

道路ストック総点検事業 

 道路附属物点検・設計・工事 
雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

交通施設の整

備、交通手段

の確保 

道路 道路復旧事業 

 路肩及び法面等の道路復旧 
雄武町 

 

 
道路ストック総点検事業 

護岸補修外 １式 
雄武町 

 

  
町道防護柵改修事業 

防護柵改修 L=118m 
雄武町 

 

  
雄武町都市対策事業 

 ポンオコツナイ線道路整備 
雄武町 

 

 
橋りょう 町道橋修繕事業 

 橋梁補修設計、橋梁補修工事、橋梁点検 
雄武町 

 

 
その他 道路台帳補正更新事業 

道路台帳の補正延長 
雄武町 

 

 
 除雪センター整備事業 

 道路・河川防災拠点の建設 
雄武町 

 

 
 道路・河川管理システム導入事業 

 道路及び河川管理の効率化に向けたシステムの導入 
雄武町 

 

 
⑻道路整備機械

等 

建設機械整備事業 

建設機械の更新 
雄武町 

 

 

⑽その他 生活交通路線維持確保事業 

 バス事業者への運行経費補助 

 路線バス無料乗車助成 

雄武町 

 

 

 地域公共交通活性化事業 

 コミュニティバス運行、第二種運転免許取得費助成、 

 第二種運転免許取得費助成等 

雄武町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、雄武町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される

各個別計画との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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６ 生活環境の整備 

 

（１）現況と問題点 

 

ア ごみ処理 

生活様式の多様化を背景に、排出されるごみの量が増大する中、現在、本町におい

ては、生ごみ、燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源ごみ、粗大ごみの５種類に分別

し、生ごみ、燃やせるごみは週２回、燃やせないごみ、資源ごみは週１回、町内の民

間事業者に委託しステーション方式で収集している。処理については、焼却処理場が

ダイオキシン規制の強化に伴い焼却を休止していることから、燃やせるごみ、燃やせ

ないごみともに、埋立て処分をしている。また、資源ごみは、売却及び近隣のリサイ

クルセンターに搬入している。 

ごみ分別の細分化と有料化は平成 15 年から開始し、一定程度の減量効果や分別の

意識付けが定着したと思われるが、引き続き、広報紙・ガイドブック・町公式ホーム

ページ・町公式ＬＩＮＥを通じて、ごみ処理に関する啓発に努めながら、分別や資源

化、「3R+Renewable」の取組みに対して町民の理解と協力を得ていくことが必要であ

る。 

 

イ し尿処理 

し尿については、昭和 50 年に本町を含めた西紋５市町村で設立した西紋別地区環

境衛生施設組合の処理施設で処理されていたが、施設の老朽化に伴い、令和３年から

は、雄武浄化センターに設置したし尿受入施設で、興部町、西興部村、雄武町の３町

村での共同処理を開始し、老朽化した西紋別地区環境衛生施設組合の処理施設は、令

和６年に解体撤去された。 

公共下水道区域外における合併処理浄化槽の設置に対しては町の補助制度を制定

しているが、未設置箇所の解消が課題となっている。 

 

ウ 住宅と宅地 

本町の住居専用住宅の新築状況は、前計画での 8～9 戸から、ここ数年の平均は年

間 6戸と低迷している。一方、中古住宅購入補助件数は年１件程度から平均 3.3戸と

増加している。これは物価高騰による経済的な問題が影響したものと考え、町民の持

ち家意向意識は衰えていないと考える。 

低所得者に対する住宅難解消を図るため、公営住宅は昭和 25 年から建設を進め、

現在の管理戸数は 12 団地 269 戸であり、公営住宅が町民生活の安定と福祉の向上に

果たしている役割は大きい。 

しかし、公営住宅における生活水準の向上に伴う質的充実、老朽化に対応するため

の整備等が課題となっている。 
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エ 上水道 

本町の上水道は、雄武地区・沢木地区・幌内地区に浄水場を有し、3 つの簡易水道

事業として、それぞれ認可を取得し供給していたが、平成 23年度の変更認可により、

雄武町簡易水道事業として、1 つに統合したところである。経年により老朽化した施

設の更新や改修を計画的に進め、引き続き安心・安全かつ安定給水に努めていく必要

がある。 

 

オ 下水道 

美しい自然環境と快適な居住環境を確保するため、下水道の整備は重要な課題とな

っている。 

本町では、平成 3 年から雄武・魚田地区において公共下水道事業に着手しており、

平成 22年に全体計画面積を 221 haに変更し、現在は 173haまで整備済みである。 

下水道事業は長期にわたる年月と多大な経費を必要とするが、引き続き公共下水道

事業の計画的な推進を図ることが必要である。 

 

カ 交通安全 

統計的には事故発生件数の低減が図られているが、本町では、交通安全関係機関・

団体等との連携のもと、幼児から高齢者まで各世代に応じた交通安全教室や町民交通

安全の集いなど、町民と一体となった効果的な啓発事業を展開し、こうした活動を担

う交通指導員の確保、交通安全団体の活性化に努める必要がある。 

今後もさらに多くの機会をとらえて町民一人ひとりの交通安全意識の啓発を一層

推進するとともに、交通安全標識の設置要望にも努め、交通事故のないまちづくりの

推進に努める必要がある。 

 

キ 環境問題 

町民が健康で快適な生活環境を確保することが必要であり、公害の未然防止や環境

問題へ適切に対応するため町民や各種団体・事業者、行政が環境問題の重要性を強く

認識し、それぞれが役割を果たすことによって、新しい時代に対応した循環型社会を

形成していくことが求められている。 

 

ク 消防 

本町の消防体制は、常備消防として昭和 48 年に西紋 5 市町村で設立した紋別地区

消防組合の雄武支署職員（定員 17名）が配置されているほか、非常備消防として 3分

団制（定員 110名）で構成されている雄武消防団が組織されている。 

常備消防においては、災害に対する町民の多様なニーズに対応するため、若い職員

の資質・能力向上を図り、消防・救急救助活動の高度化などに対応できる技術を習得

するとともに、事故発生後の応急処置による救命率向上のため、救急救命士の技術向

上や、多くの町民に対して救急講習会を実施して、応急手当の普及を図っていく必要
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がある。 

非常備消防においては、人口減少や高齢化が進行し、消防団員確保が困難な状況で

あるため、機能別消防団制度の導入を検討するとともに、今後想定される地震や災害

等への対応の必要性を踏まえ、施設・車両・資機材など計画的に更新し、各種災害に

迅速的確に対応するため、整備の充実が求められる。 

また、令和 8年度に更新整備する消防救急デジタル無線についても次期更新整備計

画を整えるとともに、紋別地区消防組合の通信一元化など通信体制の充実が求められ

る。 

 

ケ 防災 

大規模地震や記録的な豪雨災害が毎年のように全国各地で発生しており、いつ起こ

るか予想できない災害に対しては、いかに被害を最小限にとどめるかという「減災」

の視点に加え、感染症流行下での災害対策をどうするのかといった視点も大変重要で

あり、このためには町民が各自で災害に備える「自助」、地域で共に助け合う「共助」、

公的機関が行う「公助」について、それぞれが役割を認識し、機能し合うことが極め

て重要である。 

 

コ 都市計画 ・ 街路 

本町では、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するため、昭和 27年

に雄武地区の中心市街地等が都市計画区域として指定され、昭和 59 年には現在の指

定面積 555.4haに拡大されている。また同年に、この内の 151.7ha が用途地域に指定

され、昭和 60 年の 157.7ha への拡大を経て、平成 7 年には都市計画法及び建築基準

法の一部改正に伴う新用途地域が決定し、さらに 191.7haと拡大し、今日に至ってい

る。 

都市計画街路は、本町の道路延長 271.8 ㎞のうち、昭和 32 年山手通（国道）を中

心に 10 路線、延長 15.37 ㎞の決定を受け現在に至っており、舗装率は簡易舗装を含

めて 80.8％となっている。本町の交通体系は、国道を主要幹線道路と位置付け、海岸

沿いの産業交通からなる道路体系にある。 

市街地の通行車両の増加に伴う安全交通の確保のため、国道拡幅事業が進められた

が、今後の交通動向を勘案しながら地域交通体系を見直していく必要がある。 

 

サ 河川 

道管理河川は、幌内川、雄武川、当沸川、ナプポロナイ川、下幌内川、イソサム川、

オコツナイ川及びポンオコツナイ川の 8河川があり、局部改良や改修、災害復旧事業

などにより整備され、治水対策に大きな役割を果たしており、今後は、施設の適切な

管理が必要である。 

町管理河川は、104 河川で総延長が 487.4 ㎞あり、治水対策のための局部改良事業

などによる適切な管理が必要である。 
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シ 緑化 

緑と花のふれあいに安らぎを求める生活環境の創造は重要な課題であり、自然環境

や人工的環境を問わず社会的指向に対応した開発と自然の調和が必要である。 

幸い本町は、美しい自然環境に恵まれているが、市街地及びその周辺における緑の

減少が懸念されており、道路の清掃美化や緑化、花いっぱい活動を行い、美しい景観

の道づくりを目的とした町民参加による「きらめき我が町」事業を通じて緑化の推進

を図っている。 

 

ス 公園・緑地 

本町には、現在、「宮の森公園」を始めとする都市計画公園が 4 か所あるほか、「風

の丘公園」や「健康の森」、「ふるさと 100メモリアル広場」が整備されており、この

ほかにも各地域に児童遊園地が設置されている。 

今後とも、本町の地域資源を活かした特色ある公園・緑地の整備を進め、町民の身

近な運動・レクリエーション・休養の場として、また児童の健全な遊び場として快適

な生活環境の確保を図る必要がある。 

 

（２）その対策 

 

ア ごみ処理 

ごみの収集・処理が円滑に行われるよう、町民の意識啓発に努めるとともに、収集

運搬体制の維持確保のため、老朽化した廃棄物処理車両の計画的な更新、資源ごみ分

別保管倉庫を始めとした関連施設の維持管理に努めている。 

また、生ごみは、町内の農業法人に委託し堆肥化を行い、循環型処理している。最

終処分場の埋立て容量は向こう数十年間、確保できる試算だが、将来的な容量確保の

ため、燃やせるごみの一部を西紋別地区広域ごみ処理センターに搬入している。資源

ごみでは、ガラス瓶とプラスチックごみを紋別リサイクルセンターに搬入し中間処理

している。 

近年では「3R+Renewable」の取組みが重視されていることから、引き続き、ごみの

分別や資源化を推進するため、町民意識の高揚に努める。 

 

イ し尿処理 

雄武浄化センターに設置したし尿受入施設で、興部町、西興部村、雄武町の３町村

での共同処理を継続している。 

公共下水道区域外における合併処理浄化槽の未設置箇所の解消については、過去に

行った未設置者に対するアンケート結果では、必要性を理解するが立地条件や自己資

金などの関係もあり設置が難しい傾向もみられるが、補助制度も説明しつつ未設置解

消に努めていく。 
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ウ 住宅と宅地 

「雄武町住生活基本計画」に基づき、高齢者や障がい者向け住宅など福祉的視点や

質の向上といった視点を取り入れ、町営住宅の整備充実を図る。 

また近年、管理不全な空家や危険な空家が増加傾向となっており、周辺の生活環境

に影響を与えている。令和４年に「雄武町空家等対策計画」を策定し、解体の促進を

行うとともに、持ち主への危険防止要請や情報提供など、総合的な対策を実施する。 

 

エ 上水道 

老朽化した配水管、送水管、配水池及び浄水場施設の更新や改修を計画的に行うと

ともに、水道施設の維持管理の充実を図り、安定給水に努める。 

 

オ 下水道 

下水道施設の維持管理の充実を図るとともに、老朽化した管渠施設及び処理場施設

の改築更新を推進し、美しい自然環境と快適な居住環境を確保に努める。 

 

カ 交通安全 

交通安全関係機関・団体等との連携のもと、保育所、学校、地域社会などあらゆる機会

をとらえて、町民一人ひとりに対する交通安全意識の高揚に努めるとともに、交通安全に

関わる行事や広報活動の充実を推進する。特に交通弱者といわれる子どもや高齢者等を対

象とした啓発活動を継続するとともに、活動を担う交通指導員を積極的に募集し、交通安

全団体の活性化に努めることにより交通事故のないまちづくりを推進する。 

 

キ 環境問題 

産業形態の多種多様化に伴う水質汚濁など環境悪化に関する要因が潜在している

ことから、町民や各種団体、事業者に対し環境問題の重要性を啓発するとともに、関

係機関の協力のもと日常監視体制の強化を図る。 

 

ク 消防 

消防力の充実・強化を図るため、常備消防においては、町民が安心安全な生活を送

るため消防職員への研修・訓練を行い、組織のレベル向上を図るほか、施設、車両、

資機材を計画的に更新整備する必要がある。 

消防救急デジタル無線についても継続して整備することで、総合的な消防力の整備

充実が図られる。 

町民に対する救急講習会の開催については、応急手当の必要性を分かりやすく伝え

ることで救命率の向上を図る。 

非常備消防団員の確保については、若い世代への啓発活動を行うとともに、消防団

の組織の充実を図るため、紋別地区消防組合として機能別消防団制度の導入など再編

成について検討していく必要がある。 
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ケ 防災 

 災害に強い町づくりを推進するためには、「雄武町地域防災計画」を地域の実情に

合わせて更新を進め、総合的な防災対策を確立する必要があるため、国や北海道、自

衛隊、気象台、警察及び消防などの関係機関とで組織する地域防災会議において、計

画本体の見直しのほか、避難所運営マニュアルや BCP（業務継続計画）など、実効的

な計画づくりに努めるとともに、災害発生時の対応能力を向上させるため、防災専門

職員の配置と災害備蓄計画に基づく備蓄品の計画的な整備を進める。 

 町民が各自で災害に備える「自助」、地域で共に助け合う「共助」、公的機関が行う

「公助」について、それぞれが役割を認識し、機能し合うことが重要であることから、

防災訓練などの機会を通じて避難行動体験や知識習得の場を設けるとともに、自治会

に対しては自主防災組織の設置を推進する。 

 

コ 都市計画・街路 

宅地開発の動向・都市施設の整備など町民の健康で文化的な生活と機能的な活動の

確保を図るため、地域開発を計画的に誘導するとともに人口減少時代の都市構造の課

題に対応するため、都市機能や居住機能の検討が必要である。 

用途地域については、秩序ある健全な市街地を創造し、均衡ある発展が図れるよう

規制と誘導に努め、都市計画区域の円滑な推進を図る。 

都市計画街路は、円滑な都市交通の確保・防災空間・都市景観など果たす機能など

を持っている。このため、街路の再整備・街路樹の植栽などにあわせて、道路網の見

直しを行い、円滑な交通体系の確立に努める。 

 

サ 河川 

河川の整備については、多額の事業費と長期間を要するが、河川の氾濫による災害

発生危険箇所の把握と防止対策に努め、治水対策の促進を図る。 

河川増水時における迅速な対応や職員の安全面に配慮するため、河川監視システム

の導入を検討する。 

 

シ 緑化 

学校、道路などの公共施設において、計画的に植樹や花の植栽を進めるとともに、

「植樹祭」を始めとする町民の主体的な緑化運動を啓発・育成・支援する。また、宅

地や事業所など民有地についても、町民の理解と協力を得ながら緑化を推進する。 

 

ス 公園・緑地 

都市公園等の設備点検や長寿命化計画などに基づき、必要に応じた修繕、整備を行

う。 

また、町民憩いの場、児童等が安心して遊べる場を確保するため既存の公園の適正

な維持管理に努めるとともに、市街地や集落内において、身近な公園や広場等の適正
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な配置に努める。 

 

（３）計画 
自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

生活環境の整

備 

⑴水道施設    

簡易水道 営農用水施設維持管理事業 

営農用水施設の保守点検・整備 
雄武町 

 

  

簡易水道施設アセットマネジメント事業 

 浄水場設備更新 

 配水池・送水管更新 

雄武町 

 

  
簡易水道配水管更新事業 

配水管更新、仕切弁増設 
雄武町 

 

  
簡易水道施設維持管理事業 

 浄水場維持管理、水源土砂除去 
雄武町 

 

  
簡易水道量水器更新事業 

 スマートメーター導入 
雄武町  

  
農地整備事業（畑地担い手支援型） 

 営農用水施設（浄水場、取水設備、配水管路等）改修 
雄武町  

 ⑵下水処理施設    

 
公共下水道 雄武町公共下水道事業 

マンホール蓋・処理場機器の更新 
雄武町 

 

 
 雄武町公共下水道施設維持管理事業 

 浄化センター維持管理、汚泥運搬 
雄武町 

 

 
⑶廃棄物処理施

設 
 

  

 
ごみ処理施設 最終処分場浸出水処理施設維持管理事業 

 施設の維持管理、施設の老朽化のための維持管理 
雄武町 

 

 
 環境衛生車両整備事業 

 環境衛生車両の整備 
雄武町 

 

 
 廃棄物処理施設設備等整備事業 

 最終処分場・焼却処理場の設備等の整備  
雄武町 

 

 
その他 水産廃棄物処理緊急改善対策事業 

 ホタテウロ等の廃棄物処理料の負担軽減 
民間 

 

  
鳥獣残渣等処理事業 

鳥獣残渣の処理 
雄武町 

 

 
⑷火葬場 雄武斎場施設等整備維持管理事業 

 斎場施設の維持管理、墓地、墓園周辺の環境美化等 
雄武町 

 

 
 雄武斎場設備更新事業 

雄武斎場設備の更新等 
雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

生活環境の整

備 

⑸消防施設 消防資機材整備事業 

 救急資機材整備 
雄武町  

  消防施設整備事業 

 消防関係施設整備 
雄武町  

  消防車両更新事業 

 消防ポンプ自動車更新 
雄武町  

  消防救急デジタル無線更新事業 

 消防救急デジタル無線更 
雄武町  

 ⑹公営住宅 町有施設 LED 化整備事業 

 公営住宅の LED 化整備 
雄武町  

  町有施設整備事業 

 公営住宅の補修 
雄武町  

 
 公営住宅整備事業 

 公営住宅の立替 
雄武町  

 
 公営住宅等ストック総合改善事業 

 公営住宅の改修 
雄武町  

 ⑻その他 
地域ぐるみ防災推進事業 

 総合避難訓練の実施、備蓄品の整備等 
雄武町  

 
 災害備蓄推進事業 

 備蓄品の整備 
雄武町 

 

  防犯・暴力追放団体運営補助事業 

 団体における運営費の補助 
雄武町 

 

  交通安全対策特別交付金事業 

 区画線の塗装、スノーポール等の購入・設置 
雄武町 

 

  交通安全団体運営補助事業 

 団体における運営費の補助 
雄武町 

 

  町有施設解体事業 

 施設の解体 
雄武町 

 

  町有施設備品整備事業 

 備品の整備 
雄武町 

 

  次世代自動車導入事業 

 ハイブリッド車両導入による二酸化炭素排出量削減 
雄武町 

 

  一般廃棄物収集運搬等業務委託事業 

 一般廃棄物の収集、処理施設の維持管理 
雄武町 

 

  西紋別地区環境衛生施設運営事業 

 組合運営分担金の支出 
雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

生 活 環境 の

整備 
⑻その他 リサイクル推進事業 

 ごみ指定袋の製作等 
雄武町 

 

  
西紋別ブロック広域資源ごみ処理事業 

資源ごみの広域処理負担金の支出 
雄武町 

 

  
廃木材等処理事業 

廃木材の処理 
雄武町  

  
雄武町廃棄物処理対策事業 

 最終処分場延命化対策検討、生ごみ処理委託 
雄武町 

 

  
ごみステーション維持管理事業 

 ごみステーションの更新、設置等 
雄武町 

 

  

浄化槽整備事業 

 浄化槽設置整備事業（個人設置型） 

 町独自上乗せ補助 

雄武町 

 

  
下水道広域化推進総合事業 

 し尿等搬送委託等 
雄武町 

 

  
飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成事業 

 不妊去勢手術に要する経費の補助 
雄武町 

 

  
民有林火災予防巡視事業 

 巡視員の配置 
雄武町 

 

  
町有林脱炭素推進事業 

 Ｊクレジットの創出 
雄武町 

 

  町内河川小工事事業 

 護岸補修等 
雄武町 

 

  町内河川改修事業 

 護岸工等 
雄武町 

 

  
公園維持管理事業 

 公園施設等維持管理 
雄武町 

 

  
都市公園等整備事業 

 公園整備、遊具等点検 
雄武町 

 

  
老朽消火栓更新事業 

 消火栓の更新 
雄武町 

 

  
簡易水道備品購入事業 

 非常用給水タンクの整備等 
雄武町 

 

  
消防職員被服等貸与事業 

 防火衣更新等 
雄武町 

 

  
消防職員教育訓練事業 

北海道消防学校で行われる教育訓練 
雄武町 

 

  
予防対策資器材整備事業 

火災・災害対策資器材整備 
雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

生 活 環境 の

整備 
⑻その他 救急業務体制整備事業 

救急救命士育成、研修 
雄武町 

 

 
 

消防団活性化事業 

 各種活動・研修の実施等による団員の育成・確保 
雄武町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、雄武町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される

各個別計画との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

（１）現況と問題点 

 

ア 高齢者福祉 

 本町における令和 5年の高齢化率は 33.9％、約 3 人に 1 人が高齢者となっており、

全国平均 29.2%よりも高く推移している。 

 また、今後も確実に高齢化が進行していくことが予測され、ひとり暮らしの高齢者

や高齢者夫婦世帯、寝たきりや認知症などの要介護高齢者の増加が見込まれ、高齢者

対策の充実は特に重要な課題となっている。 

 このような状況の中、本町では令和 6年 3月に、「第 10期雄武町高齢者保健福祉計

画」と「第 9期雄武町介護保険事業計画」を策定した。今後もこの計画を基本に高齢

者保健福祉行政を総合的かつ計画的に推進し、すべての町民が豊かで、生きがいを持

って、安心して生涯を過ごすことができる健康長寿のまちづくりを進める必要がある。 

 

イ 児童福祉 

平成 22 年に町内 5 保育所を統合した「保育所型認定こども園若草保育所」を開設

し、教育・保育及び子育て支援を幅広く展開している。 

認定こども園は、幼稚園的な機能と 0歳児保育（生後 6か月以上）や障がい児保育、

一時預かり等を実施しており、乳幼児及びその保護者が交流を行う場所として、子育

て支援センターが施設内に併設されている。 

ここでは、関係機関と連携しながら子育てに関する相談指導や情報提供などを通じ

て、地域の子育て家庭に対する育児支援を行っている。 

令和元年からは国による幼児教育・保育の無償化が開始され、加えて本町では子育

て世帯への経済的負担軽減の観点から、引き続き給食副食費の公費負担や遠隔地の通

所送迎を継続して実施している。 

また、児童センターでは本来の児童館機能に加え、就労家庭等に対する放課後対策

等を実施するなど、児童の健全育成に関する活動を行っている。 

少子化社会対策基本法や子ども・子育て支援関連３法に基づく子ども・子育て支援

新制度の実施に向けて、第１期、第２期の子ども・子育て支援事業計画を策定し、幼

児期の教育・保育、子ども・子育て支援などに取り組んでいるが、令和７年度を初年

度とする「第３期雄武町子ども・子育て支援事業計画」では、「こども未来戦略」や

「こども・子育て支援加速化プラン」など、国が目指す“こども・子育ての政策”の

方向性も踏まえ、安心して子どもを産み育てられる環境づくりが求められている。 

また、本町における「こども施策」については、令和８年度を初年度とする「雄武

町こども計画」に基づき、一人ひとりがとても大切な存在であるこどもや若者が、自

分らしく幸せに成長し、そして自分らしく暮らせるよう積極的に取り組みを進める。 
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ウ ひとり親家庭福祉 

離別や死別などによるひとり親家庭は、それぞれの生活実態に即したきめ細かい支

援施策を進めていくことが必要である。 

 

エ 障がい者福祉 

令和 7年 3月末時点の本町における身体障害者手帳保持者は 253 人、療育手帳保持

者 48人、精神障害者保健福祉手帳保持者は 61人となっている。こうした障がい者に

対し、本町では医療費の助成を始め、心身障害者年金の支給やハイヤー料金の助成な

どの経済支援のほか、日常生活用具や補装具の給付などの各種福祉事業を実施してい

るが、介護者の高齢化や核家族化の進行により、家庭での介護能力の低下なども見ら

れ、成年後見制度等の援助の必要性が一段と高まってきている。 

このような状況の中、本町では障がいを持つ人が社会の構成員として自立し、社会

参加できる環境を整備するため長期的な視点に立ち、障がい者施策に関する基本的な

方向を示す「第 8次雄武町障がい者計画」を令和 6年 3月に策定した。 

 

（２）その対策 

 

ア 高齢者福祉 

「雄武町高齢者保健福祉計画」と「雄武町介護保険事業計画」に基づき、高齢者の

社会参加の促進、高齢者にやさしいまちづくり、健康づくりの推進、介護サービスの

充実、高齢者の居住環境の整備により、在宅生活支援を積極的に推進しながら、長期

的な視点に立って、介護サービスと保健福祉サービス、在宅サービスと施設サービス、

公共と民間、町と広域などが連携しながら総合的な施策を展開する。 

また、老人クラブの活動支援や高齢者大学の開設など生きがい対策を図る。 

 

イ 児童福祉 

人口減少とともに少子化が進行している中、保育所の入所児童数はその年により若

干の変動はあるものの、低年齢児の入所希望数は減少しないと想定される。 

就学前児童に対する養護、保育、教育を提供する施設として、子育て環境の変化に

よるニーズの多様化や就労家庭の現状、地域性を考慮しながら柔軟な取組みで保育機

能の充実に努める。 

また、児童の健全育成活動の拠点となる児童センターでは、児童の健全な遊び・学

習・交流の場として、さらに積極的な活用を図る。 

さらに、関係機関・団体との協働により、町民の育成活動への参加を促し、地域ぐ

るみで児童の健全育成に努める。 

令和 2 年 10 月に雄武町母子健康包括支援センターを開設し、令和５年４月に雄武

町子ども家庭総合支援拠点を設置しているが、母子保健機能と児童福祉機能が一体的

に妊産婦や子育て家庭への相談支援を行い、早期から切れ目のない包括的で継続的な
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支援を実施することを目的として、令和８年度中のこども家庭センターの設置を目指

している。 

 

ウ ひとり親家庭福祉 

ひとり親家庭が安心した生活を送れるよう、民生児童委員や関係機関との連携を強

化し、生活、教育、就労などに関する相談体制の充実に努める。 

ひとり親家庭が安心した生活を送れるよう、民生児童委員や関係機関との連携を強

化し、生活、教育、就労などに関する相談体制の充実に努める。 

 

エ 障がい者福祉 

「雄武町障がい者計画」による障がい者を取り巻く環境等のバリアフリー化に基づ

き、乳幼児健診を始め各種検査事業の充実により障がいの予防と早期支援に努めると

ともに、保育所や教育機関、西紋こども発達支援センター、医療機関との連携を図り、

早期治療・訓練、リハビリテーションの充実に努める。また、在宅障がい者の生活支

援のため総合相談窓口の確立や、日常生活用具や補装具の給付を始めとする障がい福

祉サービスの充実を図る。 

町内においては、障がい者の日中活動の支援等を目的として、令和 3 年 10 月から

地域活動支援センターココカラが新設された。運営にあたっての支援を行うとともに、

障がい者の職業的自立を目指し、町内事業所に障がい者の雇用の拡大を要請していく。

また、今後も生きがいある社会生活を送れるように生涯学習・文化活動やスポーツ・

レクリエーション活動等の交流活動を促進する。 

 

（３）計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

子育て環境の

確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進 

⑴児童福祉施設 
   

保育所 
保育環境整備事業 

 保育所構築物等の改修 
雄武町 

 

児童館 
児童センター整備事業 

 児童センターの整備 
雄武町 

 

 

⑶高齢者福祉施

設   

 

 

老人ホーム 
特別養護老人ホーム等整備事業 

 特別養護老人ホームの設備更新等 

 デイサービス施設の設備更新等 

雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

子 育 て環 境

の確保、高齢

者 等 の保 健

及 び 福祉 の

向 上 及び 増

進 

 

⑻過疎地域持続的

発展特別事業 
  

 

高齢者・障害者福

祉 

 

社会福祉協議会補助事業 

 事業費補助 

【事業の必要性】在宅サービスの提供を受け在宅で日 

 常生活を送るため、事業運営に補助する必要がある。 

【事業の効果】全ての町民が安心して暮らすことがで 

 きる。 

雄武町 

 

 高齢者支援事業（居宅老人交通費助成） 

交通費助成券の交付 

【事業の必要性】公共交通機関が限られるため、自動車

を所有していない高齢者の移動手段としてハイヤー

の利便性は高く、生活支援を促進する必要がある。 

【事業の効果】支援により外出する機会につながるた 

 め、健康増進や生きがいの充実が図られる。 

雄武町 

 

 
高齢者支援事業（冬の生活支援助成） 

冬の生活支援事業・助成券の交付 

【事業の必要性】厳寒期における生活安定を図るため、

住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援する必

要がある。 

【事業の効果】住み慣れた地域で安心して暮らせる支援

を行うことで、厳寒期における生活安定が図られる。 

雄武町 

 

 
⑼その他 歯科保健事業 

 乳幼児や高齢者等のむし歯予防等 
雄武町 

 

  
食育推進事業 

 健康食教室、調理実習等の実施 
雄武町 

 

  
地域保健予防事業 

 各種健康診査や健康教育の実施 
雄武町 

 

  
がん予防対策事業 

 がん検診の実施や予防に対する知識の普及啓発 
雄武町 

 

  
感染症予防事業 

 定期予防接種、各種検診の実施 
雄武町 

 

  
母子健康包括支援センター事業 

 妊娠期から子育て期にわたる総合的相談、支援等 
雄武町 

 

  
こころの健康づくり支援事業 

 精神科受診等での交通費助成等 
雄武町 

 

  
訪問看護事業 

 訪問看護ステーションへの負担金支出等 
雄武町 

 

  
発達支援事業 

 発達支援に係る学習会、連絡調整会議の開催等 
雄武町  
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

子 育 て環 境

の確保、高齢

者 等 の保 健

及 び 福祉 の

向 上 及び 増 

進 

 

⑼その他 老人福祉施設措置費 

 老人福祉施設入所者の措置費の支出 
雄武町  

 
高齢者福祉施設整備調査事業 

 新たな高齢者福祉施設の整備、検討 
雄武町  

 
敬老祝事業 

 敬老祝金を支給 
雄武町  

 
子ども・子育て支援事業 

 子ども家庭総合支援拠点の運営等 
雄武町  

 
児童手当支給事業 

 児童手当の支給 
雄武町  

 
広域利用給付事業 

 施設型給付費及び施設等利用給付費の給付 
雄武町  

  
福祉活動運営補助事業 

 福祉活動を行う団体への運営補助 
雄武町  

  
社会福祉協議会運営支援事業 

 社会福祉協議会の安定運営のための支援 
雄武町  

  

西紋こども発達支援センター・市町村発達支援センター運

営事業 

 西紋こども発達支援センターの運営費用負担 

雄武町  

  
脳検診事業 

 脳検診実施及び検診の費用助成等 
雄武町  

  
地域支援事業 

 介護予防を目的とした運動教室の実施など 
雄武町  

  
子ども医療費助成事業 

 高校卒業年度までの子どもに対する医療費助成 
雄武町  

  
ひとり親家庭等医療給付事業 

 ひとり親家庭等の親と子に対する医療費助成 
雄武町  

  
こども施策推進事業 

 こども家庭センターの開設等 
雄武町  

  
入所児童通所事業 

 保育所バスの運行等 
雄武町  

  
安全・安心な給食提供事業 

 地場産食材活用による食育等 
雄武町  

  
保育所児童フッ化物洗口推進事業 

 フッ化物洗口の実施 
雄武町  

  
子育て支援拠点事業 

 育児相談、保育資源情報提供等 
雄武町  

  
一時預かり事業 

 保護者の緊急的な所用に伴う一時預かりの受入 
雄武町  
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

子 育 て環 境

の確保、高齢

者 等 の保 健

及 び 福祉 の

向 上 及び 増 

進 

⑼その他 保育所地域活動事業 

 高齢者、小学生・高校生との世代間交流 
雄武町  

 
乳児等通園支援事業 

 こども誰でも通園制度の実施 
雄武町  

 
保育所備品等整備事業 

 保育所備品等の整備、更新 
雄武町  

 
放課後子どもプラン推進事業 

 行事体験活動、クラブ活動等 
雄武町  

 
児童ふれあい交流促進事業 

 乳幼児、保育所児、高齢者等との世代間交流 
雄武町  

  
学校給食子育て支援事業 

 学校給食費の全額助成 
雄武町  

  
学校給食食育推進事業 

 地場産食材の学校給食への活用 
雄武町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、雄武町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各

個別計画との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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８ 医療の確保 

 

（１）現況と問題点 

本町の医療機関は、国民健康保険病院 1 か所、開業医院 1か所、歯科診療所 1か所

があり、町立の国民健康保険病院における診療科は内科、外科、整形外科、消化器内

科、小児科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科を標榜している。今後の病床機能と

しては、高齢者の増加に伴い、回復期・慢性期病床の不足や救急医療、在宅医療のニ

ーズ増加が見込まれることから、現在の一般病床 25 床の一部を地域包括ケア病床に

転換することを検討する。 

高齢化の進行に伴い、保健・福祉サービスと一体となったリハビリテーションや在

宅医療、さらには救急医療など幅広い医療サービスの提供をおこなうため、国民健康

保険病院を核とした地域全体で支える包括的なケアシステムの構築に向けた取組み

を充実させていく必要がある。 

 

（２）その対策 

 

国民健康保険病院では、今後もさらなる公営企業としての経済性を追求するととも

に、町民の健康保持に必要な良質かつ安定した医療が提供できる施設として、医療従

事者の確保と医療機器等の更新・整備充実を図るとともに、地域全体で支える地域包

括ケアシステムの構築に向けた取組みの充実に向け、町内外の医療機関、保健福祉機

関との連携強化に努める。 

 

（３）計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

医療の確保 ⑴診療施設 
   

 病院 病院情報ネットワーク整備事業 

各種システム保守（更新） 
雄武町  

 
 医療機器整備事業 

医療機器の更新 
雄武町 

 

 
 病院環境整備事業 

病院設備環境の整備 
雄武町 

 

 
 新ポラリスネットワークシステム環境整備事業 

新ポラリスネットワークシステム環境整備 
雄武町 

 

 
⑷その他 奨学金貸付事業（医師・保健医療技術者） 

修学資金の貸付 
雄武町 

 

 
 広域紋別病院企業団運営事業 

 広域紋別病院企業団の運営経費等の負担 
雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

医療の確保 ⑷その他 地域医療環境整備事業 

 地域医療連携の推進、開業医誘致等 
雄武町 

 

 
 医師確保対策事業 

 紹介業者への求人、広告掲載等 
雄武町 

 

  医療従事者確保対策事業 

 紹介業者への求人、広告掲載等 
雄武町 

 

  経営強化プラン進捗管理事業 

 経営強化プラン進捗管理 
雄武町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、雄武町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各

個別計画との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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９ 教育の振興 
 

（１）現況と問題点 

 

ア 学校教育 

① 義務教育 

義務教育については、小学校児童数が 2 校で 148 人、中学校で 93 人となっている

が、児童生徒数は年々減少している他、町内小中学校の学校施設は、いずれも建築後

40 年以上経過しており、広範囲にわたって建物や設備の劣化が進んでいる状況にあ

る。 

耐震性は確保されており、これまでにトイレの洋式化や空調設備の設置等による生

活環境の改善に努めてきたが、外壁や水回りの劣化が著しいほか、整備された時代的

にバリアフリーをはじめとするユニバーサルデザインや多様化する現代の学習形態

に配慮した建物ではないこと、また、学校施設は地域コミュニティの拠点や非常災害

時の避難所として役割も担っていることから、可能な限り早期に大規模改修又は新築

による施設環境の改善が求められている。 

特別支援学級については、雄武小学校に 5学級、沢木小学校に 1学級、雄武中学校

に 4学級が開設されており、関係機関と連携のもと特別支援教育の充実を図る必要が

ある。 

学校給食はセンター方式により、町内小中学校の児童・生徒に完全給食を提供して

いる。平成 26 年度には、学校給食衛生管理基準に基づいた建替えを行い、地場産食

材の活用など食育の拠点として機能している。 

 

② 高等学校教育 

雄武高等学校は道立学校であるものの、本町の中学生の進路としてまちづくりや人

づくりに密接に結びついていることから、今後とも魅力ある学校づくりを支援してい

くとともに、存続対策をより強めていかなければならない。 

 

イ 社会教育 

① 生涯学習 

 高齢化時代を迎え、すべての人々が生涯を通じて主体的に学習し、自己表現を図り

ながら充実した人生が送れるような生涯学習社会の実現が期待されている。 

 このような状況の中で、本町では町民の学習ニーズに応えるため、町民センター等

において、幼児、少年、青年、女性、成人、高齢者など各段階に応じた様々な学級・

講座の開催を始めとする各種社会教育事業の推進に努めているが、高齢化や少子化、

国際化、情報化の進展、環境問題への意識の高まりなど社会環境の変化の中で、生涯

各期における学習課題もますます多様化、高度化してきている。 

 これらの社会教育事業や関連施策を中心に、他の様々な領域で行われている教育・
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学習活動や文化・スポーツ・交流活動等も含め、すべての活動を生涯学習の視点から

総合的にとらえ、町民一人ひとりが自発的意思に基づき、自己に適した手段・方法に

より、学習活動が行える環境づくりが求められている。 

 このため、教育分野はもとより関連する部門や機関等との連携のもと、総合的な生

涯学習推進体制の確立や拠点施設の整備を図って生涯学習社会の基盤整備を進める

とともに、町民の学習ニーズの的確な把握に努めながら、より多くの町民参画を得る

ための多彩な学習プログラムの整備や情報の提供に努めることが必要である。 

 図書館「雄図ぴあ」については、従来の図書館としての機能だけではなく、地域資

料・郷土資料の展示による郷土教育の推進、雄武町出身である小田切訓画伯の絵画の

ほか、町を訪れた絵本作家による作品を展示により芸術に触れる機会を提供している

ほか、多様なワークショップ等のイベントにより、町の文化拠点しての役割を果たし

ている。 

 また、滞在型の図書館として、町民のニーズを十分満たすことができる閲覧スペー

スや学習スペース等を備え、特に子どもたちが楽しく本に親しむように、配架や児童

図書コーナーを工夫しており、今後も町民の多様なニーズに対応し、読書の楽しみや

学びを支えていくために、図書館機能のさらなる整備充実に努める必要がある。 

 

② 生涯スポーツ 

スポーツは、健康の増進や生きがいづくりに役立つだけでなく、町民相互の連帯意

識を高め、豊かな人間性を培うものとして、その重要性が増している。 

本町では、現在、スポーツ協会に加盟している各種スポーツ団体が 13 団体、スポ

ーツ少年団が 3団体あり、これらが中心となって自主的なスポーツ活動が活発に行わ

れているほか、各種スポーツ教室やスポーツ大会、さらには健康・体力づくりのため

の各種行事を展開している。 

また、施設としては、ファミリースポーツセンターを始め、武道センター、スキー

場、野球場、テニスコート、プール、パークゴルフ場等があり、町民のスポーツ活動

に活発に利用されている。 

しかし、近年、自由時間の増大や健康・体力づくり意識の高まりを背景に、町民の

スポーツニーズはますます増大・多様化してきており、活動の場の充実や参加機会の

拡充を始め、一人ひとりが生涯にわたってそれぞれの年齢や体力に応じたスポーツラ

イフを送ることができる条件づくりが、一層求められている。 

このため、年齢に応じた魅力あるスポーツの普及や大会の充実、スポーツ団体の育

成、指導者の育成・確保、さらにはスポーツ情報の提供に努め、生涯スポーツのまち

づくりを推進する必要がある。 

 

③ 青少年の健全育成 

人口減少、少子化・核家族化の進行や子育て期における育児と仕事の両立など、家

庭や地域社会に対する社会環境の変化に伴い、青少年をめぐる家庭教育や地域の育成
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機能が低下しつつある。 

このような中、本町では青少年に対する教育・交流機会の提供、スポーツ少年団、

子ども育成会等の各種団体活動の支援に努めるなど、積極的に青少年の健全育成に取

り組んでいる。今後も、各種関係団体・家庭・地域・学校の連携強化のもと、青少年

が本町の将来の担い手として健全に育成され、その力がまちづくりに十分発揮できる

よう、施策の推進に努める必要がある。 

 

（２）その対策 

 

ア 学校教育 

① 義務教育 

本町おける義務教育の更なる質の向上と充実に向けて、喫緊の課題となっている小

学校及び中学校校舎の老朽化や将来的な人口減少に伴う児童生徒数の減少、小中一貫

教育の推進、学習活動が多様な形態に変容していくことへの対応等、本町を取り巻く

様々な課題の解決と本町が掲げる教育目標の実現に向けて総合的に考慮した結果、小

中一貫教育を推進する一体型学校施設の整備に向けて検討を進める。 

経済的に就学困難な児童・生徒に対する就学援助や言語治療児童の通級費援助など、

各種援護対策に努める。 

障がいの程度に応じた適切な教育を推進するため、関係機関との連携のもと、適切

な就学指導に努めるとともに、特別支援学級の充実を図る。 

学校給食は、学校給食センターの施設・設備の計画的な整備充実、衛生的で栄養の

バランスに配慮した給食を提供していくとともに、食育や地産地消として地場産品を

活用したメニューの提供を継続する。 

 

② 高等学校教育 

将来の本町を担う人材の育成を図るため、雄武高等学校との連携を強化し、地域に

根ざした魅力ある学校づくりを積極的に支援・促進していくとともに、各種町行事へ

の参加を始めとする地域社会との交流活動の一層の活発化を促す。 

また、高等学校が抱える学校存続等の諸問題についても、的確な対応策を拡充し、

地域と一体になって取組みを進める。 

 

イ 社会教育 

① 生涯学習 

生涯学習施設については、町民センター等の社会教育施設を始め、学校やコミュニ

ティ施設等の活用を図り、生涯学習社会に対応する身近な学習の場の確保に努める。 

学習プログラムについては、各世代における学習課題やニーズの的確な把握に努め、

多彩で特色ある内容の整備を図る。また、町民が必要とする学習関連情報の適切な提

供に努める。 
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生涯学習の推進に必要な人材については、社会教育主事などを始め、様々な分野の

専門的知識を持つ指導者やボランティアを発掘・養成し積極的に活用する。 

社会教育関係団体や自主的な学習サークルに対しては、その育成及び活動の支援に

努め、活動の活発化を促進する。 

 

② 生涯スポーツ 

生涯スポーツを推進する場として、既存の施設を有効に活用するとともに、本町の

新たなスポーツ活動の拠点づくりも含めた充実を図る。 

スポーツ活動の普及促進のため、生涯にわたり、各年齢に応じたスポーツに取り組

むことができるよう、各種スポーツ教室や大会、健康、体力づくり等の事業内容の充

実と参加促進を図るとともに、スポーツ・健康情報の提供に努める。 

スポーツ協会及びスポーツ少年団等のスポーツ団体に対しては、その育成と活動の

支援に努め、自主的・主体的な活動を促す。また、スポーツ推進委員の資質の向上と

スポーツ指導者の養成・発掘に努める。 

 

③ 青少年の健全育成 

健全な社会環境づくりを推進するため、家庭・学校・地域等との連携強化のもと、

有害環境の浄化活動や非行防止活動、指導、相談活動の充実に努める。 

また、青少年の文化・スポーツ活動やボランティア活動などへの積極的参加を促す

とともに、青少年の仲間づくり、自然体験活動、世代間交流活動等の促進及び佐賀県

武雄市との交流など、交流の機会の拡充に努め、地域社会への関心を高める。 

さらに、青少年の団体、サークルへの支援を図るとともに、地域の指導者、リーダ

ーの養成を目指し、研修機会の拡充に努める。 

 

（３）計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

教育の振興 ⑴学校教育関連

施設 
   

 
校舎 学校環境整備事業 

改修工事等の実施 
雄武町 

 

 
 新しい学校づくり事業 

 基本計画策定、基本設計業務、実施設計 
雄武町 

 

 
教職員施設 教職員住宅環境整備事業 

教職員住宅の改修 
雄武町 

 

 
給食施設 学校給食センター設備等更新事業 

 設備、備品の更新 
雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

教育の振興 その他 教育施設等管理委託業務 

 教育委員会所管施設の維持管理 
雄武町 

 

 
⑶集会施設、体育

施設等 
  

 

 
公民館 町民センター施設整備事業 

 町民センターの施設整備 
雄武町 

 

 
体育施設 体育施設整備事業 

 各体育施設の整備 
雄武町 

 

 
図書館 図書館施設整備事業 

 図書館の施設整備 
雄武町 

 

 
⑷過疎地域持続的

発展特別事業 
  

 

 

その他 教育専門員配置事業 

教育専門員の配置 

【事業の必要性】児童生徒、保護者、教職員が抱える

様々な課題を相談できる仕組みづくりとして、相談

員の配置が必要である。 

【事業の効果】家庭や学校が抱える様々な問題を解決

することにより、児童生徒の健全な育成が図られる。 

雄武町 

 

  

雄武高等学校存続対策事業 

遠距離通学生徒通学費補助、就学支援助成 

部活動関係振興事業補助、資格取得受験費用助成 

見学旅行参加助成、奨学金給付、就学金貸付 

【事業の必要性】地元高校があることにより得られて

いる「若年層」の活力は過疎が進む本町では貴重な財

産であり、地域活動や経済活動への恩恵は計り知れ

ない。また、生徒と地域とが関わることにより町への

理解や愛着を深め、地元への U ターン就職や社会貢

献などの地元還元の人材基盤の育成に繋げる。 

【事業の効果】北海道教育委員会が少子化を背景とし

て策定した「新たな高校教育に関する指針」により、

小規模校の存続が危惧されていることから、可能な

限り地域としての支援を行うことにより、高校を存

続させ、地域衰退を防ぐとともに、打開策の一手とし

ての活用が期待される。 

雄武町 

 

 
⑸その他 雄武高等学校「地域みらい留学制度」導入事業 

 地域みらい留学の活用 
雄武町 

 

 
 言語治療児童援助事業 

 ことばの教室の運営費の負担 
雄武町 

 

 
 語学指導を行う外国青年招致事業 

外国語指導助手配置 
雄武町 

 

 
 小中学校教師用指導書購入事業 

 小中学校教員が授業で使用する指導書の購入・配備 
雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

教育の振興 ⑸その他 雄武町特別支援教育推進事業 

 特別支援教育支援員の配置 
雄武町 

 

 
 ふるさと教員配置事業 

 ふるさと教員の配置 
雄武町 

 

 
 要保護・準要保護児童生徒援助事業 

 児童生徒の就学援助 
雄武町 

 

 
 児童生徒授業用コンピューター等整備（更新）事業 

 学習支援ソフトの運用等 
雄武町 

 

 
 社会科副読本作製事業 

 社会科副読本の改訂、配布 
雄武町 

 

 
 小中学校教育備品整備事業 

 教育（管理・教材）備品の購入 
雄武町 

 

 
 生徒教育振興事業 

 中体連等参加経費の負担 
雄武町 

 

 
 学校図書整備事業 

 学校図書購入（町内全校） 
雄武町 

 

 
 雄武町学校教育振興推進協議会補助事業 

 協議会に対する運営補助 
雄武町 

 

 
 教職員教育振興事業 

 教職員に対する研修経費の負担 
雄武町 

 

 
 小中学校児童生徒検定チャレンジ促進事業 

 漢字検定・英語検定受験料の助成 
雄武町 

 

 
 教職員用パソコン導入（更新）事業 

 教職員用パソコン更新整備 
雄武町 

 

 
 部活動地域移行推進事業 

 各種団体活動費等の助成等 
雄武町 

 

 
 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）推進事業 

 学校運営協議会の開催 
雄武町 

 

 
 生涯学習推進事業 

 高齢者教室等の開催 
雄武町 

 

 
 社会教育関係団体活動費補助事業 

 社会教育関係団体への活動費補助 
雄武町 

 

 
 社会体育団体活動費助成事業 

 スポーツ協会、スポーツ少年団への活動費助成 
雄武町 

 

 
 雄武町スポーツ振興事業 

 全道大会以上に出場する場合に必要経費を補助 
雄武町 

 

 
 生涯スポーツ推進事業 

 スポーツ大会、教室の開催 
雄武町 

 

 
 学校支援活動推進事業 

 コーディネーターの配置等 
雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

教育の振興 ⑸その他 社会体育施設委託業務事業 

 各社会体育施設の管理業務 
雄武町 

 

 

 読書促進事業 

 図書・視聴覚資料購入、ブックスタート配本 

 講演会、移動図書館等 

雄武町 

 

 
 学校給食調理業務委託事業 

 安心・安全な学校給食の供給体制の維持 
雄武町 

 

 
 学校給食用非常食配備事業 

 非常食の配備 
雄武町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、雄武町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各

個別計画との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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１０ 集落の整備 

 

（１）現況と問題点 

 

本町の集落のうち、上幌内地区については平成 20 年に町民が全員転居し無人とな

った。 

国道 238号沿いに雄武地区を中心として、南北に大きな集落が見られ、いずれも海

岸線に位置し漁港を有している。一方、山間部では酪農家が広い範囲に散在する形態

となって、まとまった集落は見られない。 

集落間の交通等生活条件は、道路網と自家用車の普及によって生活条件を満たすた

めの所要時間も短縮され、山間地域においてもさほどへき地感は強くない。さらに、

各集落には集会施設等町民のコミュニケーションの場が整備され、自治会活動も積極

的に推進されている。 

しかしながら、各集落とも人口は減少傾向にあり、一部においては深刻な状況にあ

る。 

 

（２）その対策 

 

町民が安心して生活できるまちづくりが行政推進に当たっての基本理念であるこ

とから、行政と町民の協働により、まちづくりを推進していく必要がある。 

地方創生の時代を迎える中、町民と行政が一体となり、大胆な発想と行動により、

魅力と個性ある地域の創造と自立の促進を図る。 

 

（３）計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

集落の整備 ⑴過疎地域集落

再編整備 

福祉施設等整備事業 

 適正な管理運営を行うための改修、更新 
雄武町  

 
 

公共施設空調設備整備事業 

 指定避難所における空調設備整備 
雄武町  

 ⑶その他 自治会運営補助事業 

町内自治会に対する運営補助金の交付 
雄武町  

 
 

雄武町自治会連合会補助事業 

自治会連合会に対する運営補助金の交付 
雄武町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、雄武町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される

各個別計画との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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１１ 地域文化の振興等 

 

（１）現況と問題点 

 

文化は町の個性や独自性を生み出す重要な要素であり、まちづくりとも関わってい

ることから、地域の資源や風土を活かしながら築き上げていく必要がある。 

本町では現在、文化連盟に加入する団体が 18 団体あり、幅広い内容の文化活動が

積極的に行われているほか、町民文化祭を始め音楽や舞台芸術の鑑賞会、文化講演会

などの多様な文化行事等を展開している。 

しかし、各種活動への参加者の固定化や指導者・後継者の不足等の課題があるため、

今後も体制の充実や魅力的な内容の充実を図り、町民の文化意識を高めていくことが

求められている。 

一方、文化遺産については、本町には埋蔵文化財包蔵地が多く、標識の設置等を進

めてきたが、郷土の歴史的資料と合わせ、その調査と適切な保存・活用に努めること

が必要である。 

 

 

（２）その対策 

 

文化連盟を始め各文化団体・グループの積極的な育成支援に努めるとともに、新し

い分野の活動支援と町民の自主的・主体的な文化活動の活発化及び新たな雄武文化の

創造を促す。また、研修会の拡充等を通じて、町民ニーズの多様化・専門化に対応で

きる指導者の確保と各組織への派遣体制の確立を図る。 

さらに、活動施設については既存施設の整備充実と有効活用に努めるとともに、新

たな拠点づくりについて検討する。 

貴重な郷土資料と文化財については、調査と適正な保存に努めるとともに、新図書

館に展示し、郷土学習等に活用する。 

 

（３）計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

地域文化の振

興等 

⑶その他 芸術文化公演事業（講演会・演劇会、音楽会） 

演劇鑑賞会、文化公演事業の実施 
雄武町  

  陶芸推進事業 

 工房施設の管理と愛好者への支援 
雄武町  

  雄武町芸術文化振興事業 

 全道大会以上に出場する場合に必要経費を補助 
雄武町  
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、雄武町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される

各個別計画との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

 

（１）現況と問題点 

 

ガソリンや灯油、ガスなどは、私たちの生活になくてはならない燃料であるが、将

来的に原料となる化石燃料枯渇の懸念や日常的な消費に伴って地球温暖化の進行要

因に繋がることから、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの推進が求められている。 

しかし、町内における再生可能エネルギーの普及は進んでいるとは言えず、依然と

して従来の電力供給や枯渇性エネルギーに依存している状況である。 

また、家畜糞尿を原料としたバイオガスエネルギーを活用するため、関係機関・各

農家と協議を続け、バイオガスプラントの導入検討を行ってきたが、情勢を鑑みて当

分の間見合わせることになった。 

一方で令和６年に雄武町ゼロカーボンシティ宣言を行い、効率的で環境負荷が少な

い持続可能な社会の構築に向け、再生可能エネルギーの普及、エネルギー自給率の向

上及び町民の環境に対する意識の高揚を図らなければならない。 

 

（２）その対策 

 

 再生可能エネルギーを活用した住宅の省エネルギー化と低炭素化を推進すること

を目的に、住宅へ再生可能エネルギー設備を設置する場合の補助制度を創設し、令和

７年４月から開始している。 

 また、本町は豊かな漁場、広大な草地、豊富な森林と自然環境に優れ、この自然環

境を後世へ引き継ぐためには個人一人ひとりが地球環境について考え、より一層脱炭

素への関心を高め、町ぐるみで脱炭素対策を進めていかなければならないことから、

地球温暖化防止実行計画（区域施策編）の策定検討や関連調査を続けていく。 
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（３）計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

再生エネルギ

ーの利用の推

進 

（2）過疎地域持続

的発展特別事業 
   

再生可能エネル

ギー利用 

脱炭素化推進事業 

 住まいのゼロカーボン化推進事業補助金の交付 

 脱炭素対策推進に係る調査検討 

【事業の必要性】近年、国内外では尋常でない自然災害

が多発する傾向があり、地球温暖化が要因と考えら

れることから、国では 2050 年までに温室効果ガスの

排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル

を目指すという目標を掲げており、本町もゼロカー

ボンシティ宣言を行い、脱炭素に向けた具体的な取

組みを検討、実施していく必要がある。 

【事業の効果】脱炭素への関心が高められることで、脱 

炭素社会の実現が図られる。 

雄武町  

雄武地域バイオガス導入検討事業 

バイオガスプラント建設の検討 

バイオガスプラント整備に向けた調査・検討 

【事業の必要性】大型協業法人の設立等、規模拡大が進

む近年の酪農情勢の変化に伴い、今後、地域の課題と

なる家畜糞尿処理の対策として、バイオガスプラン

ト建設の検討を行う必要がある。 

【事業の効果】地域における河川環境の汚染防止や悪

臭による生活環境への被害防止が図られる。 

雄武町  

公共施設再生可能エネルギー導入事業 

公共施設太陽光発電設備導入検討 

【事業の必要性】近年、国内外では尋常でない自然災害

が多発する傾向があり、地球温暖化が要因と考えら

れることから、国では 2050 年までに温室効果ガスの

排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル

を目指すという目標を掲げており、本町もゼロカー

ボンシティ宣言を行い、脱炭素に向けた具体的な取

組みを検討、実施していく必要がある。 

【事業の効果】公共施設に再生可能エネルギーを導入 

 することにより二酸化炭素排出量の削減が図られ 

 る。 

雄武町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、雄武町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される

各個別計画との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

 

（１）現況と問題点 

 

雄武町は平成の大合併の際に市町村合併は行わず、単独で自主自立の町として存続

を目指し各種施策を進めているが、現在地方創生がうたわれている中で、今後の町の

存続のためには地域の力や資源を見直し、強化していく必要がある。 

 

（２）その対策 

 

地域の最小単位である自治会組織に対して、従来からの運営補助等の支援を継続す

るほか、その組織のあり方等に助言が必要なケースには対応が求められる。一方、自

治会の自主性を尊重したうえで、ボランティアサポート等の協働の取組みについても

支援を行い、地域の力や資源を強化していく。 

 

（３）計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

その他地域の

持続的発展に

関し必要な事

項 

 
まちづくり町民参画推進事業 

 町民がまちづくりに参画する機会の確保 
雄武町  

 

ふるさと応援事業 

 寄附金を活かした自主財源の確保 

 町や地場産品の PR 

雄武町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 本計画では、雄武町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される

各個別計画との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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事業計画（令和 8年度～12年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

移住・定住・

地 域 間交 流

の促進、人材

育成 

（4）過疎地域持続

的発展特別事業 

移住・定住 

雄武町快適住まいづくり促進事業 

 住宅建設及び改修を行う世帯に資金の一部を補助 

【事業の必要性】定住・移住対策、子育て支援として、

住環境の安定と向上のための住環境整備に対し、支

援する必要がある。 

【事業の効果】住環境の整備により、移住・定住・子育

て支援が促進され、活力あるまちづくりの推進が図

られる。 

雄武町 

 

 

地域間交流 雄武町オホーツク紋別空港利用促進事業 

 遠紋地域と首都圏を結ぶ航空路の維持を図るとも

に、本町への交流人口の増加を図るため、オホーツク紋

別空港を利用する町民等へ助成金を交付する。 

【事業の必要性】オホーツク紋別空港は、雄武町から車

で 1 時間圏内にあり、東京直行便の継続運行は町民の

利便性維持はもちろんのこと、交流・関係人口の拡大

や観光政策、医師確保等地域振興に欠くことのできな

い拠点であることから、町民等へ助成金を交付するこ

とで路線の維持・拡大を図る必要がある。 

【事業の効果】町民等へ助成金を交付することにより、

町民の首都圏移動の利便性の向上、また、町外からの観光

客等の増加により地域経済の活性化に寄与する。 

雄武町 

 

産業の振興 （10）過疎地域持

続的発展特別事業 

第 1 次産業 

酪農ヘルパー制度強化推進事業 

ヘルパー利用事業への助成 

【事業の必要性】農業経営者の育成・確保には、労働時

間を他産業従事者並に抑制する必要があり、農休日

等を設定し快適でゆとりのある環境整備を図るた

め、専任ヘルパーの確保を行う必要がある。 

【事業の効果】酪農ヘルパー制度の充実により、緊急時

における労働力や農休日が確保され、安定した農業

経営が図られる。 

雄武町 

 

  

新規就農者支援事業 

新規就農者に対する支援 

北オホーツク担い手対策協議会への支援・連携強化 

認定農業者制度の推進 

【事業の必要性】本町の区域内において、新たに農業を

営み、本町の産業振興に寄与するものに対し、奨励金

等の援助を行い、新規就農者の誘致促進を図る必要

がある。 

【事業の効果】後継者不足による離農跡地に新規就農

者を就農させることにより、農地の荒廃や耕作放棄

地の発生を防止することができるとともに、酪農業

の活性化が図られる。 

雄武町 
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自立促進 

施策区分 
事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

産業の振興 （10）過疎地域持

続的発展特別事業

第 1 次産業 

農業生産規模拡大促進事業 

協業法人設立に対する支援 

経営規模拡大に対する支援 

【事業の必要性】雄武地域畜産クラスター計画に定め

る目標を達成するため、家族経営及び法人の規模拡

大に対し支援するとともに、協業法人の設立促進を

図ることで地域の生産基盤の維持・拡大を図る必要

がある。 

【事業の効果】地域における生産基盤の維持・拡大及び

農業生産額の維持・増大が図られる。 

雄武町 

 

  

基幹水利施設管理事業 

雄武ダム（点検整備費、施設管理費、施設費、調査

費、諸油脂費、電力料、修繕費） 

【事業の必要性】大規模で公共性の高い基幹水利施設

（雄武ダム）及び基幹水利施設と一元管理を行う幹

線用排水路について、地域の農業情勢及び社会経済

情勢の変化に対応した管理を行うことにより、その

効用を適正に発揮させる必要がある。 

【事業の効果】適切な維持管理を行うことにより、受益 

 者へ安定した用水供給が行われるとともに、各種機 

 器の長寿命化が図られる。 

雄武町 

 

  

ほたて漁場有害生物駆除対策事業 

漁場造成、ヒトデ籠捕獲 

【事業の必要性】ヒトデの捕獲により、ほたて成貝の食

害被害を抑制させ、ほたて漁業の生産増大が図られる。 

【事業の効果】事業実施に伴い、ヒトデが減少傾向にあ

り、ほたての生産量が上がっている。 

民間 

 

子育て環境の

確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進 

（8）過疎地域持続

的発展特別事業 

高齢者・障害者福

祉 

社会福祉協議会補助事業 

 事業費補助 

【事業の必要性】在宅サービスの提供を受け在宅で日 

 常生活を送るため、事業運営に補助する必要がある。 

【事業の効果】全ての町民が安心して暮らすことがで 

 きる。 

雄武町 

 

  

高齢者支援事業（居宅老人交通費助成） 

交通費助成券の交付 

【事業の必要性】公共交通機関が限られるため、自動車

を所有していない高齢者の移動手段としてハイヤー

の利便性は高く、生活支援を促進する必要がある。 

【事業の効果】支援により外出する機会につながるた

め、健康増進や生きがいの充実が図られる。 

雄武町 

 

  

高齢者支援事業（冬の生活支援助成） 

冬の生活支援事業・助成券の交付 

【事業の必要性】厳寒期における生活安定を図るため、

住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援する必

要がある。 

【事業の効果】住み慣れた地域で安心して暮らせる支援

を行うことで、厳寒期における生活安定が図られる。 

雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

教育の振興 （4）過疎地域持続

的発展特別事業 

その他 

教育専門員配置事業 

教育専門員配置 

【事業の必要性】児童生徒、保護者、教職員が抱える

様々な課題を相談できる仕組みづくりとして、相談

員の配置が必要である。 

【事業の効果】家庭や学校が抱える様々な問題を解決

することにより、児童生徒の健全な育成が図られる。 

雄武町 

 

  雄武高等学校存続対策事業 

遠距離通学生徒通学費補助、就学支援助成 

部活動関係振興事業補助、資格取得受験費用助成 

見学旅行参加助成、奨学金給付、就学金貸付 

【事業の必要性】地元高校があることにより得られてい

る「若年層」の活力は過疎が進む本町では貴重な財産で

あり、地域活動や経済活動への恩恵は計り知れない。ま

た、生徒と地域とが関わることにより町への理解や愛

着を深め、地元への U ターン就職や社会貢献などの地

元還元の人材基盤の育成に繋げる必要がある。 

【事業の効果】北海道教育委員会が少子化を背景とし

て策定した「新たな高校教育に関する指針」により、

小規模校の存続が危惧されていることから、可能な

限り地域としての支援を行うことにより、高校を存

続させ、地域衰退を防ぐとともに、打開策の一手とし

ての活用が期待される。 

雄武町  

再生エネルギ

ーの利用推進 

（2）過疎地域持続

的発展特別事業 

再生可能エネル

ギー利用 

脱炭素化推進事業 

 住まいのゼロカーボン化推進事業補助金の交付 

 脱炭素対策推進に係る調査検討 

【事業の必要性】近年、国内外では尋常でない自然災害

が多発する傾向があり、地球温暖化が要因と考えら

れることから、国では 2050 年までに温室効果ガスの

排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル

を目指すという目標を掲げており、本町もゼロカー

ボンシティ宣言を行い、脱炭素に向けた具体的な取

組みを検討、実施していく必要がある。 

【事業の効果】脱炭素への関心が高められることで、脱

炭素社会の実現が図られる。 

雄武町 

 

  雄武地域バイオガス導入検討事業 

バイオガスプラント建設の検討 

バイオガスプラント整備に向けた調査、検討 

【事業の必要性】大型協業法人の設立等、規模拡大が進

む近年の酪農情勢の変化に伴い、今後、地域の課題と

なる家畜糞尿処理の対策として、バイオガスプラン

ト建設の検討を行う必要がある。 

【事業の効果】地域における河川環境の汚染防止や悪

臭による生活環境への被害防止が図られる。 

雄武町 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（ 施設名 ） 
事   業   内   容 事業主体 備考 

再生エネルギ

ーの利用推進 

（2）過疎地域持続

的発展特別事業 

再生可能エネル

ギー利用 

公共施設再生可能エネルギー導入事業 

公共施設太陽光発電設備導入検討 

【事業の必要性】近年、国内外では尋常でない自然災害

が多発する傾向があり、地球温暖化が要因と考えら

れることから、国では 2050 年までに温室効果ガスの

排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル

を目指すという目標を掲げており、本町もゼロカー

ボンシティ宣言を行い、脱炭素に向けた具体的な取

組みを検討、実施していく必要がある。 

【事業の効果】公共施設に再生可能エネルギーを導入 

 することにより二酸化炭素排出量の削減が図られ 

 る。 

雄武町 
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